
 

 

府 子 本 第 ６ ０ ９ 号 

令和２年５月２０日 

 

 

 各 都道府県知事 殿 

 

 

 

 

 

                                                   内 閣 総 理 大 臣 

                                                     （公 印 省 略） 

 

 

 

「子ども・子育て支援交付金の交付について」の一部改正について 

 

 

 

 平成２８年７月２０日付けで「平成２８年度子ども・子育て支援交付金の交付につい

て」（府子本第４７４号）を通知したところであるが、今般、別添新旧対照表のとおり、

一部改正し、令和２年４月１日から適用することとしたので通知する。 

 なお、各都道府県知事におかれては、貴管内市町村（特別区を含む。）に対してこの

旨通知されたい。 



 

別紙 　 別紙 　

別　紙 別　紙

１　運営費 １　運営費

　（１）　基本型 　（１）　基本型

ア　基本分　　　　　　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　　 7,505,000円 ア　基本分　　　　　　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　　7,389,000円

イ　加算分 イ　加算分

　①　夜間加算 　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　　1,365,000円 　①　夜間加算 　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　　1,324,000円
　②　休日加算 　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　 　　735,000円 　②　休日加算 　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　 　　713,000円
　③　出張相談支援加算　 １か所当たり年額 1,072,000円 　③　出張相談支援加算　 １か所当たり年額 1,055,000円
　④　機能強化のための取組加算 １か所当たり年額　 　④　機能強化のための取組加算 １か所当たり年額　

1,820,000円 1,765,000円
　⑤　多言語対応加算 　１か所当たり年額 805,000円 　⑤　多言語対応加算 　１か所当たり年額 800,000円
　⑥　特別支援対応加算 　１か所当たり年額 728,000円 　（新規）

　（２）　特定型 　（２）　特定型

ア　基本分　　　　　　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　 3,006,000円 ア　基本分　　　　　　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　 2,926,000円

イ　加算分 イ　加算分

　①　夜間加算　 　　　１か所当たり年額 1,365,000円 　①　夜間加算　 　　　１か所当たり年額 1,324,000円
　②　休日加算　 　　　１か所当たり年額 735,000円 　②　休日加算　 　　　１か所当たり年額 713,000円
　③　出張相談支援加算　 １か所当たり年額 1,072,000円 　③　出張相談支援加算　 １か所当たり年額 1,055,000円
　④　機能強化のための取組加算 　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　　1,820,000円 　④　機能強化のための取組加算 　１か所当たり年額　　　　　　　　　　　　　1,765,000円
　⑤　多言語対応加算 　１か所当たり年額 805,000円 　⑤　多言語対応加算 　１か所当たり年額 800,000円
　⑥　特別支援対応加算 　１か所当たり年額 728,000円 　（新規）

　（３）　母子保健型 　（３）　母子保健型

ア　基本分 ア　基本分
　①　保健師等専門職員を専任により配置する場合 　①　保健師等専門職員を専任により配置する場合

１か所当たり 9,274,000円 １か所当たり 8,810,000円

　②　保健師等専門職員を兼任により配置する場合 　②　保健師等専門職員を兼任により配置する場合
１か所当たり 4,497,000円 １か所当たり 4,115,000円

　※ 　※
　※ 　※

イ　加算分 イ　加算分
　①　多言語対応加算 　１か所当たり年額 805,000円 　①　多言語対応加算 　１か所当たり年額 800,000円
　②　特別支援対応加算 　１か所当たり年額 728,000円 　（新規）
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子ども・子育て支援交付金交付要綱新旧対照表(案)

改正後 現行

子ども・子育て支援交付金交付要綱 子ども・子育て支援交付金交付要綱

第１条～第13条　　（略）

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

第１条～第13条　　（略）



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

２　開設準備経費（改修費等） ２　開設準備経費（改修費等）
（１）　（略） （１）　（略）
（２）　（略） （２）　（略）

※（１）（２）とも令和２年度に支払われたものに限る。 ※（１）（２）とも平成31年度に支払われたものに限る。

１　一般型 １　一般型
（１）保育短時間認定（在籍児童１人当たり年額） （１）保育短時間認定（在籍児童１人当たり年額）

ア ア

イ　小規模保育事業 イ　小規模保育事業

ウ　事業所内保育事業（定員19人以下） ウ　事業所内保育事業（定員19人以下）

エ　家庭的保育事業 エ　家庭的保育事業

（２）保育標準時間認定（１事業当たり年額） （２）保育標準時間認定（１事業当たり年額）
ア　保育所及び認定こども園 ア　保育所及び認定こども園

イ　小規模保育事業 イ　小規模保育事業

（略）延長保
育事業

延長保
育事業

29,600円
３時間 36,000円 45,600円 ３時間 35,100円

Ｃ型
11,700円 14,800円

２時間 37,400円 ２時間 37,400円
３時間 56,100円 ３時間 56,100円

延長保
育事業

延長保
育事業

延長時間区分 Ａ型・Ｂ型 Ｃ型 延長時間区分 Ａ型・Ｂ型

（略）

　保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業（定員20
人以上）

　保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業（定員20
人以上）

延長時間区分 延長時間区分
１時間 18,700円 １時間 18,700円

１時間 12,000円 15,200円 １時間

延長時間区分 延長時間区分

152,200円 ２時間 147,600円

1時間

１時間 10,700円
２時間 22,200円 ２時間 21,400円

２時間 24,000円 30,400円 ２時間 23,400円

３時間 228,300円 ３時間 221,400円

延長時間区分 延長時間区分

1,544,000円

11,100円

44,400円

１時間

自
園
調
理
等

30分 300,000円 300,000円

30分 300,000円 30分 300,000円

３時間 33,300円 ３時間 32,100円

延長時間区分 延長時間区分
１時間 76,100円 １時間 73,800円

1,529,000円 1,529,000円 2～3時間

6時間以上 6,000,000円

延長時間区分 Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 延長時間区分 Ａ型

２時間

1,146,000円
2～3時間 1,379,000円 2～3時間

Ｂ型

1時間 1,505,000円
2～3時間 2,460,000円 2～3時間 2,409,000円
4～5時間 5,176,000円 4～5時間 5,122,000円

1,488,000円 1,488,000円 1,488,000円
4～5時間 3,982,000円 3,982,000円 3,876,000円 4～5時間 3,947,000円 3,947,000円 3,841,000円

Ｃ型
自
園
調
理
等

30分 300,000円 300,000円 300,000円

6時間以上 4,570,000円 4,570,000円 4,464,000円

300,000円
1時間 1,228,000円 1,228,000円 1,228,000円 1時間 1,192,000円 1,192,000円 1,192,000円

2～3時間 1,529,000円

そ
の

30分 300,000円 300,000円 300,000円
そ
の

30分 300,000円 300,000円 300,000円
1時間 1,181,000円 1,181,000円 1,181,000円 1時間 1,146,000円 1,146,000円

1,337,000円 1,337,000円 1,337,000円1,379,000円 1,379,000円

6時間以上 6,077,000円

6時間以上 4,621,000円 4,621,000円 4,515,000円



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

※ ※

ウ　事業所内保育事業 ウ　事業所内保育事業

エ　家庭的保育事業 エ　家庭的保育事業

オ　夜間保育所において夜10時以降に行う場合 （新規）

２　訪問型 ２　訪問型
（１）保育短時間認定（児童１人当たり年額） （１）保育短時間認定（児童１人当たり年額）

ア　居宅訪問型 ア　居宅訪問型

イ　その他（保育所等の施設で利用児童が１名となった場合） イ　その他（保育所等の施設で利用児童が１名となった場合）

他 他

4～5時間 4,713,000円 3,631,000円 3,631,000円

4～5時間 3,241,000円 3,241,000円 3,135,000円 4～5時間 3,223,000円 3,223,000円 3,117,000円
3,617,000円 3,511,000円 6時間以上 3,591,000円 3,591,000円 3,486,000円

　「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方
法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設か
ら食事を調理・搬入して提供する事業所に適用（ウ及びエに
おいて同じ）

　「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方
法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設
から食事を調理・搬入して提供する事業所に適用（ウ及びエ
において同じ）

延長時間区分 定員20人以上
定員19人以下

延長時間区分 定員20人以上
定員19人以下

Ａ型 Ｂ型 Ａ型 Ｂ型

6時間以上 3,617,000円

6時間以上 5,591,000円 4,251,000円 4,251,000円 6時間以上 5,520,000円 4,204,000円 4,204,000円

自
園
調
理
等

30分 276,000円 276,000円 276,000円
1時間 1,421,000円 1,129,000円 1,129,000円 1時間 1,384,000円 1,097,000円 1,097,000円

2～3時間 2,264,000円 1,407,000円 1,407,000円 2～3時間 2,216,000円 1,369,000円 1,369,000円
4～5時間 4,761,000円 3,663,000円

4～5時間 3,492,000円 2,965,000円 2,965,000円
6時間以上 4,113,000円 3,328,000円 3,328,000円 6時間以上 4,065,000円 3,304,000円 3,304,000円

そ
の
他

30分 276,000円 276,000円 276,000円
1時間 1,171,000円 1,054,000円 1,054,000円

2～3時間 1,570,000円 1,268,000円 1,268,000円 2～3時間 1,523,000円 1,230,000円 1,230,000円

1,772,000円 1,015,000円

自
園
調
理
等

30分 200,000円 150,000円 自
園
調
理
等

30分 200,000円 150,000円
1時間 540,000円 278,000円 1時間 525,000円 270,000円

2～3時間 969,000円 510,000円 2～3時間 942,000円 496,000円
4～5時間 2,456,000円 1,677,000円 4～5時間 2,395,000円 1,638,000円
6時間以上 3,919,000円 2,821,000円 6時間以上 3,850,000円 2,781,000円

延長時間区分 利用定員4人以上 利用定員3人以下 延長時間区分 利用定員4人以上 利用定員3人以下

6時間以上 3,016,000円 1,917,000円 6時間以上 2,972,000円 1,903,000円

延長時間区分

そ
の
他

30分 200,000円 150,000円
そ
の
他

30分 200,000円 150,000円
1時間 525,000円 263,000円 1時間 509,000円 255,000円

919,000円 460,000円 2～3時間 892,000円 446,000円
4～5時間 1,815,000円 1,036,000円 4～5時間

228,400円 １時間 221,500円
２時間 456,800円 ２時間 443,000円

30分 300,000円
1時間 1,772,000円

2～3時間 2,688,000円
4～5時間 5,290,000円
6時間以上 6,077,000円

３時間 685,200円 ３時間 664,500円

延長時間区分 延長時間区分
１時間 228,400円 １時間 221,500円

延長時間区分 延長時間区分
１時間

2～3時間

自
園
調
理
等

30分 276,000円 276,000円 276,000円

3,663,000円

そ
の
他

30分 276,000円 276,000円 276,000円
1時間 1,208,000円 1,087,000円 1,087,000円

4～5時間 3,525,000円 2,981,000円 2,981,000円



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

（２）保育標準時間認定（１事業当たり年額） （２）保育標準時間認定（１事業当たり年額）
ア　居宅訪問型 ア　居宅訪問型

イ　その他（保育所等の施設で利用児童が１名となった場合） イ　その他（保育所等の施設で利用児童が１名となった場合）

(略） (略）

(略） (略）

１　放課後児童健全育成事業 １　放課後児童健全育成事業
①原則、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 （新規）
26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。）どおり放課後
児童支援員、補助員（以下「放課後児童支援員等」という。）を配置した
場合
※　条例等に、放課後児童支援員等１名配置とした場合の利用児童の安
　 全確保方策について規定しており、児童数が20人未満になる時間帯及
　 び曜日のみ放課後児童支援員等１名配置や補助員のみの配置として
　 いる場合も本基準額とする。なお、この場合、利用登録時などに利用時
 　間、利用する曜日を聞くなどして、事前に児童数が少なくなる時間帯、曜
　 日を把握しておくこと。また、児童数に関わらず放課後児童支援員等１名
　 配置や補助員のみの配置とする場合は、放課後児童健全育成事業（特
   例分）１②、③又は④に基づいた基準額を適用する。
（１）年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所 （１）年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所
　ア　基本額（１支援の単位当たり年額） 　ア　基本額（１支援の単位当たり年額）
　(ｱ)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 　(ｱ)構成する児童の数が1～19人の支援の単位

　　  　 2,510,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数） 　　  　 2,305,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数）

（略） 実費徴
収に係
る補足
給付を
行う事
業

実費徴
収に係
る補足
給付を
行う事
業

放課後
児童健
全育成
事業

放課後
児童健
全育成
事業
（特定
分）

（略） 放課後
児童健
全育成
事業

放課後
児童健
全育成
事業
（特定
分）

（略）

（略）

延長時間区分

30分 150,000円 30分 150,000円
１時間 263,000円 １時間 255,000円

2～3時間 460,000円 2～3時間 446,000円

２時間 394,000円 ２時間 382,000円
３時間 394,000円 ３時間 382,000円

延長時間区分 延長時間区分

4～5時間 779,000円 4～5時間 758,000円
6時間以上 1,099,000円 6時間以上 1,069,000円

30分 150,000円 30分 150,000円
１時間 263,000円 １時間 255,000円

2時間以上 394,000円 2時間以上 382,000円

延長時間区分

※　１及び２ともに事業期間が６か月未満の施設にあっては、該当する
　 １人（１事業）当たり年額に２分の１を乗じて得た額を基準額とする。

※　１及び２ともに事業期間が６か月未満の施設にあっては、該当する
　 １人（１事業）当たり年額に２分の１を乗じて得た額を基準額とする。

多様な
事業者
の参入
促進・
能力活
用事業

多様な
事業者
の参入
促進・
能力活
用事業

（略） 多様な
事業者
の参入
促進・
能力活
用事業

多様な
事業者
の参入
促進・
能力活
用事業

（略）

実費徴
収に係
る補足
給付を
行う事
業

実費徴
収に係
る補足
給付を
行う事
業



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

×28,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　   ×27,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　(ｲ)構成する児童の数が20～35人の支援の単位 　(ｲ)構成する児童の数が20～35人の支援の単位

4,577,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数） 4,484,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数）
×26,000円 ×25,000円

　(ｳ)構成する児童の数が36～45人の支援の単位　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　4,577,000円 　(ｳ)構成する児童の数が36～45人の支援の単位　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　4,484,000円

　(ｴ)構成する児童の数が46～70人の支援の単位 　(ｴ)構成する児童の数が46～70人の支援の単位
4,577,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人） 4,484,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 ×63,000円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 ×60,000円
　(ｵ)構成する児童の数が71人以上の支援の単位 　(ｵ)構成する児童の数が71人以上の支援の単位

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    2,917,000円 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    2,917,000円

　イ　開所日数加算額（１支援の単位当たり年額） 　イ　開所日数加算額（１支援の単位当たり年額）
　  　　　　　　 　　　 （年間開所日数－250日）×18,000円 　  　　　　　　 　　　 （年間開所日数－250日）×18,000円

　　（1日8時間以上開所する場合）　　　　　　　　　　　　　 　　（1日8時間以上開所する場合）　　　　　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   
　ウ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額） 　ウ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）

　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合
　　　　 （上記要件に該当する開所日数）×18,000円　　　　 　　　　 （上記要件に該当する開所日数）×18,000円　　　　

　エ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 　エ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
　　(ｱ)平日分（1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合） 　　(ｱ)平日分（1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合）
　　　「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均 　　　「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均
　　　時間数×399,000円 　　　時間数×392,000円

　　(ｲ)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合） 　　(ｲ)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合）
　　　「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 179,000円 　　　「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 176,000円

（２）年間開所日数200～249日の放課後児童健全育成事業所（特例分） （２）年間開所日数200～249日の放課後児童健全育成事業所（特例分）
　ア　基本額（１支援の単位当たり年額） 　ア　基本額（１支援の単位当たり年額）
  　(ｱ)構成する児童の数が20人以上の支援の単位 3,011,000円   　(ｱ)構成する児童の数が20人以上の支援の単位 2,955,000円
  　(ｲ)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 　　  1,701,000円 　   　(ｲ)構成する児童の数が1～19人の施設 　　  1,681,000円 　

　イ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額） 　イ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）
　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合
　　　           （上記要件に該当する開所日数）×18,000円 　　　           （上記要件に該当する開所日数）×18,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　ウ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額） 　ウ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
　　　平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」                    　　　 　　　平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」                    　　　

 の年間平均時間数　×　399,000円  の年間平均時間数　×　392,000円

②設備運営基準に基づく放課後児童支援員１名のみ配置した場合 （新規）
※　児童数が20人未満になる時間帯及び曜日に関わらず、放課後児童
　 支援員を１名配置とする場合は、本基準額を適用する。
※　通常、放課後児童支援員１名配置であり、児童数が20人未満になる
　 時間帯及び曜日に限り、補助員１名配置とする場合は、本基準額を適
　 用する。
（１）年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所
　ア　基本額（１支援の単位当たり年額）
　(ｱ)構成する児童の数が1～19人の支援の単位

2,510,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数）
×28,000円

　(ｲ)構成する児童の数が20～35人の支援の単位
3,866,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数）

×25,000円
　(ｳ)構成する児童の数が36～45人の支援の単位 3,866,000円

　(ｴ)構成する児童の数が46～70人の支援の単位
3,866,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人）

×53,000円



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

　(ｵ)構成する児童の数が71人以上の支援の単位
2,464,000円

　イ　開所日数加算額（１支援の単位当たり年額）
（年間開所日数－250日）×15,000円

（1日8時間以上開所する場合）

　ウ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）
　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

（上記要件に該当する開所日数）×15,000円

　エ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
　　(ｱ)平日分（1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合）
　　　「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均
　　　時間数×267,000円

　　(ｲ)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合）
　　　「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 120,000円

（２）年間開所日数200～249日の放課後児童健全育成事業所（特例分）
　ア　基本額（１支援の単位当たり年額）
  　(ｱ)構成する児童の数が20人以上の支援の単位 2,399,000円
  　(ｲ)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 　　  1,701,000円

　イ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）
　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

（上記要件に該当する開所日数）×15,000円

　ウ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
　　　平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」

 の年間平均時間数　×　267,000円

③設備運営基準に基づく補助員のみを原則２名以上配置した場合
※　条例等に、放課後児童支援員等１名配置とした場合の利用児童の安
 　全確保方策について規定しており、児童数が20人未満になる時間帯及
　 び曜日のみ放課後児童支援員等１名配置としている場合も本基準額と
 　する。なお、この場合、利用登録時などに利用時間及び曜日を聞くなど
　 して、事前に児童数が少なくなる時間帯及び曜日を把握しておくこと。ま
　 た、児童数に関わらず放課後児童支援員等１名配置とする場合は、放
　 課後児童健全育成事業（特例分）１②又は④に基づいた基準額を適用
　 する。
（１）年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所
　ア　基本額（１支援の単位当たり年額）
　(ｱ)構成する児童の数が1～19人の支援の単位

1,744,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数）
×28,000円

　(ｲ)構成する児童の数が20～35人の支援の単位
4,025,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数）

×26,000円
　(ｳ)構成する児童の数が36～45人の支援の単位 　4,025,000円

　(ｴ)構成する児童の数が46～70人の支援の単位
4,025,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人）

×56,000円
　(ｵ)構成する児童の数が71人以上の支援の単位

 2,565,000円

　イ　開所日数加算額（１支援の単位当たり年額）
（年間開所日数－250日）×17,000円

（1日8時間以上開所する場合）



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

　ウ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）
　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

（上記要件に該当する開所日数）×17,000円

　エ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
　　(ｱ)平日分（1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合）
　　　「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均
　　　時間数×322,000円

　　(ｲ)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合）
　　　「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 145,000円

（２）年間開所日数200～249日の放課後児童健全育成事業所（特例分）
　ア　基本額（１支援の単位当たり年額）
  　(ｱ)構成する児童の数が20人以上の支援の単位 2,470,000円
  　(ｲ)構成する児童の数が1～19人の支援の単位  1,021,000円

　イ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）
　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

（上記要件に該当する開所日数）×17,000円

　ウ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
　　　平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」

 の年間平均時間数　×　322,000円

④設備運営基準に基づく補助員を１名のみ配置した場合
※　児童数が20人未満になる時間帯及び曜日に関わらず、補助員を１名
　 配置とする場合は、本基準額を適用する。
（１）年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所
　ア　基本額（１支援の単位当たり年額）
　(ｱ)構成する児童の数が1～19人の支援の単位

1,744,000円－（19人－支援の単位を構成する児童の数）
×28,000円

　(ｲ)構成する児童の数が20～35人の支援の単位
3,226,000円－（36人－支援の単位を構成する児童の数）

×25,000円
　(ｳ)構成する児童の数が36～45人の支援の単位 　3,226,000円

　(ｴ)構成する児童の数が46～70人の支援の単位
3,226,000円－（支援の単位を構成する児童の数－45人）

×45,000円
　(ｵ)構成する児童の数が71人以上の支援の単位

2,056,000円

　イ　開所日数加算額（１支援の単位当たり年額）
（年間開所日数－250日）×13,000円

（1日8時間以上開所する場合）

　ウ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）
　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

（上記要件に該当する開所日数）×13,000円

　エ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
　　(ｱ)平日分（1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合）
　　　「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均
　　　時間数×174,000円

　　(ｲ)長期休暇等分（1日8時間を超えて開所する場合）



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

　　　「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 78,000円

（２）年間開所日数200～249日の放課後児童健全育成事業所（特例分）
　ア　基本額（１支援の単位当たり年額）
  　(ｱ)構成する児童の数が20人以上の支援の単位 1,785,000円
  　(ｲ)構成する児童の数が1～19人の支援の単位 1,021,000円

　イ　長期休暇支援加算額（１支援の単位当たり年額）
　　長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

（上記要件に該当する開所日数）×13,000円

　ウ　長時間開所加算額（１支援の単位当たり年額）
　　　平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」

 の年間平均時間数　×　174,000円

※ ※

※ ※

※　放課後児童支援員には、設備運営基準第10条第３項各号のいずれ
　 かに該当する者であって、令和５年３月31日までに同条同項に規定す
　 る研修を修了する予定者を含む。

２　放課後子ども環境整備事業（１事業所当たり年額） ２　放課後子ども環境整備事業（１事業所当たり年額）
（１）放課後児童クラブ設置促進事業 （略） （１）放課後児童クラブ設置促進事業 （略）

（２）放課後児童クラブ環境改善事業 （略） （２）放課後児童クラブ環境改善事業 （略）

（３）放課後児童クラブ障害児受入促進事業 （略） （３）放課後児童クラブ障害児受入促進事業 （略）

（４）倉庫設置整備事業 （略） （４）倉庫設置整備事業 （略）

※ 　開所準備経費については令和２年度に支払われたものに限る。 ※ 　開所準備経費については平成31年度に支払われたものに限る。

３　放課後児童クラブ支援事業（１支援の単位当たり年額） ３　放課後児童クラブ支援事業（１支援の単位当たり年額）
（１）障害児受入推進事業  1,900,000円　　　　　　　　   　 （１）障害児受入推進事業  1,847,000円　　　　　　　　   　

（２）ア～ウ　　　（略） （２）ア～ウ　　　（略）

（３）放課後児童クラブ送迎支援事業 493,000円 （３）放課後児童クラブ送迎支援事業  479,000円

※ ※

１　放課後児童支援員等処遇改善等事業（１支援の単位当たり年額） １　放課後児童支援員等処遇改善等事業（１支援の単位当たり年額）
（１）家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員 （１）家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員
　 を配置  　を配置

1,677,000円 1,575,000円
（２）（１）の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、 地域 （２）（１）の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、 地域
　　との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置 　　との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置

3,158,000円 3,012,000円
※ ※

２　障害児受入強化推進事業（１支援の単位当たり年額） ２　障害児受入強化推進事業（１支援の単位当たり年額）
（１）障害児を３人以上受け入れる場合 （１）障害児を３人以上受け入れる場合
　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,900,000円 　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,847,000円

（略）

（略）

放課後
児童健
全育成
事業
（一般
分）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略） （略）

（略）

（略）

（略）

放課後
児童健
全育成
事業
（一般
分）

（略）



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

（２）　　　（略） （２）　　　（略）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ ※

３　小規模放課後児童クラブ支援事業 ３　小規模放課後児童クラブ支援事業
　 １支援の単位当たり年額　　　591,000円 　 １支援の単位当たり年額　　　575,000円

※ ※

４  放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 （新規） （新規）
要支援児童等の対応や関係機関との連携強化等の業務を行う職員の配置

１事業所当たり年額　　　1,261,000円

※ 事業実施月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。）
が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業
実施月数÷12」を乗じた額（１円未満切り捨て）とする。

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

　　（１）　放課後児童支援員を配置 　　（１）　放課後児童支援員を配置

　　（２）　概ね経験年数５年以上の放課後児童支援員で、一定の 　　（２）　概ね経験年数５年以上の放課後児童支援員で、一定の
　　　　研修を受講した者を配置　 　　　　研修を受講した者を配置　

　　（３）　（２）の条件を満たす概ね経験年数10年以上の放課後児童支 　　（３）　（２）の条件を満たす概ね経験年数10年以上の放課後児童支

※ ※

※ ※

１　運営費 １　運営費
　（１）短期入所生活援助（ショートステイ）事業 　（１）短期入所生活援助（ショートステイ）事業

ア ２歳未満児、慢性疾患児        年間延べ日数 × 8,650円 ア ２歳未満児、慢性疾患児        年間延べ日数 × 8,640円
イ ２歳以上児                    年間延べ日数 × 4,740円 イ ２歳以上児                    年間延べ日数 × 4,730円

年間延べ日数 × 1,200円 年間延べ日数 × 1,200円
エ 居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 エ 居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施

ア ２歳未満児、慢性疾患児 年間延べ日数 × 4,200円
イ ２歳以上児 年間延べ日数 × 2,100円

年間延べ日数 × 　600円

（略）

（略）

放課後
児童健
全育成
事業
（その
他分）

（略） （略）放課後
児童健
全育成
事業
（その他
分）

実施日数 × 1,860円

（略）子育て
短期支
援事業

子育て
短期支
援事業

（略） 子育て
短期支
援事業

子育て
短期支
援事業

ウ　緊急一時保護の母 ウ　緊急一時保護の母

実施日数 × 1,860円

※　ひとり親家庭等に対する優先的な利用を実施し、あわせて利用料減免
を実施する場合に（１）に加算する額

（新規）

ウ　緊急一時保護の母

（略）

（略）

（略）

（略）

　１支援の単位当たり年額（１）～（３）の合計額

対象職員1人当たり　　　129,000円

対象職員1人当たり　　　258,000円

　　　　援員で、事務所長（マネジメント）的立場にある者を配置
対象職員1人当たり　　　388,000円

　１支援の単位当たりの基準額は、904,000円を上限とする。

（略）

放課後
児童クラ
ブにお
ける要支
援児童
等対応
推進事
業の実
施に必
要な経
費

　１支援の単位当たり年額（１）～（３）の合計額

対象職員1人当たり　　　128,000円

対象職員1人当たり　　　256,000円

　　　　援員で、事務所長（マネジメント）的立場にある者を配置
対象職員1人当たり　　　384,000円

　１支援の単位当たりの基準額は、896,000円を上限とする。

（略）



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

（２）夜間養護等（トワイライトステイ）事業 （２）夜間養護等（トワイライトステイ）事業

年間延べ日数 ×   900円 年間延べ日数 ×   900円
年間延べ日数 × 　900円 年間延べ日数 × 　900円
年間延べ日数 × 2,010円 年間延べ日数 × 2,010円

ウ 居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 ウ 居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施

年間延べ日数 ×   400円
年間延べ日数 × 　400円
年間延べ日数 × 1,000円

２　開設準備経費（改修費等） 4,000,000円 ２　開設準備経費（改修費等） 4,000,000円

※
※

(略） (略）

(略） (略）

(略） (略）

１　運営費（１か所当たり年額） １　運営費（１か所当たり年額）
（１）一般型 （１）一般型

ア 基本分 ア 基本分
（ｱ）3～4日型 （ｱ）3～4日型

・職員を合計３名以上配置する場合 ・職員を合計３名以上配置する場合
5,563,000円 5,423,000円

・職員を合計２名配置する場合 ・職員を合計２名配置する場合
4,107,000円 4,011,000円

（ｲ）5日型 （ｲ）5日型
・常勤職員を配置する場合 8,270,000円 ・常勤職員を配置する場合 8,152,000円
・非常勤職員のみを配置する場合 5,035,000円 ・非常勤職員のみを配置する場合 4,916,000円

（ｳ）6～7日型 （ｳ）6～7日型
・常勤職員を配置する場合 8,834,000円 ・常勤職員を配置する場合 8,703,000円
・非常勤職員のみを配置する場合 5,963,000円 ・非常勤職員のみを配置する場合 5,820,000円

養育支
援訪問
事業

（略）

（略）

乳児家
庭全戸
訪問事
業

乳児家
庭全戸
訪問事
業

乳児家
庭全戸
訪問事
業

乳児家
庭全戸
訪問事
業

（略）

地域子
育て支
援拠点
事業

地域子
育て支
援拠点
事業

（略） 地域子
育て支
援拠点
事業

地域子
育て支
援拠点
事業

（略）

子ども
を守る
地域
ネット
ワーク
機能強
化事業

子ども
を守る
地域
ネット
ワーク
機能強
化事業

子ども
を守る
地域
ネット
ワーク
機能強
化事業

子ども
を守る
地域
ネット
ワーク
機能強
化事業

養育支
援訪問
事業

（略）

（略）

（略）

養育支
援訪問
事業

養育支
援訪問
事業

イ 休日預かり事業 イ 休日預かり事業

実施日数 × 1,860円 実施日数 × 1,860円

※ ひとり親家庭等に対する優先的な利用を実施し、あわせて利用料減免
を実施する場合に（２）に加算する額

（新規）

ア 夜間養護事業
（ｱ） 基本分
（ｲ） 宿泊分

イ 休日預かり事業

ア 夜間養護事業 ア 夜間養護事業
（ｱ） 基本分 （ｱ） 基本分
（ｲ） 宿泊分 （ｲ） 宿泊分

※ 令和２年度に支払われたものに限る。 
※ 　（略） 

平成31年度に支払われたものに限る。
（略）



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

※ ※

イ　加算分 イ　加算分
（ｱ）子育て支援活動の展開を図る取組 （ｱ）子育て支援活動の展開を図る取組

3～4日型 1,509,000円 3～4日型 1,465,000円
5日型 3,288,000円 5日型 3,290,000円
6～7日型 2,924,000円 6～7日型 2,937,000円

（ｲ）地域支援 1,484,000円 （ｲ）地域支援 1,450,000円
（ｳ）特別支援対応加算 1,039,000円 　（新規）
（ｴ）研修代替職員配置加算 1人あたり年額 21,000円 　（新規）

（２）出張ひろば 1,524,000円 （２）出張ひろば 1,495,000円

（３）小規模型指定施設 （３）小規模型指定施設
ア　基本分 2,980,000円 ア　基本分 2,909,000円
イ　加算分 1,490,000円 イ　加算分 1,455,000円

（４）連携型 （４）連携型
ア　基本分 ア　基本分

3～4日型 1,940,000円 3～4日型 1,897,000円
5～7日型 2,951,000円 5～7日型 2,889,000円

イ　加算分 イ　加算分 474,000円
（ｱ）地域の子育て力を高める取組 480,000円 　（新規）
（ｲ）特別支援対応加算 1,039,000円 　（新規）
（ｳ）研修代替職員配置加算 1人あたり年額 21,000円 　（新規）

※ ※

２　開設準備経費（１か所当たり年額） ２　開設準備経費（１か所当たり年額）
（１）　（略） （１）　（略）
（２）　（略） （２）　（略）

※ （１）（２）とも令和２年度に支払われたものに限る。 ※ （１）（２）とも平成31年度に支払われたものに限る。

１　運営費 １　運営費
（１）一般型 （１）一般型

ア　一般型対象児童（イ～エを除く）（１か所当たり年額） ア　一般型対象児童（イ～エを除く）（１か所当たり年額）
（ｱ）基本分 （ｱ）基本分

① ①

900人以上1,500人未満 3,213,000円

4,500人以上5,100人未満 11,781,000円
5,100人以上5,700人未満 13,209,000円
5,700人以上6,300人未満 14,637,000円
6,300人以上6,900人未満 16,065,000円

2,700人以上3,300人未満

（略） （略）

（略） （略）

6,900人以上7,500人未満

一時預
かり事
業

一時預
かり事
業
（一般
分）

（略） 一時預
かり事
業

一時預
かり事
業

（略）

　保育従事者がすべて保育士又は１日当たり平均利用児童
数概ね３人以下の施設において保育士とみなされた家庭的
保育者と同等の研修を修了した者の場合。

　保育従事者がすべて保育士又は１日当たり平均利用児童
数概ね３人以下の施設において保育士とみなされた家庭的
保育者と同等の研修を修了した者の場合。

17,493,000円

900人以上1,500人未満 3,173,000円
1,500人以上2,100人未満 4,641,000円 1,500人以上2,100人未満 4,583,000円
2,100人以上2,700人未満 6,069,000円 2,100人以上2,700人未満 5,993,000円

年間延べ利用児童数 基準額 年間延べ利用児童数 基準額
300人未満 2,607,000円 300人未満 1,600,000円
300人以上900人未満 2,997,000円 300人以上900人未満 1,763,000円

7,497,000円 2,700人以上3,300人未満 7,403,000円
3,300人以上3,900人未満 8,925,000円 3,300人以上3,900人未満 8,813,000円
3,900人以上4,500人未満 10,353,000円 3,900人以上 10,223,000円

7,500人以上8,100人未満 18,921,000円



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

※20,100人以上の場合は別途協議

②　①以外（地域密着Ⅱ型を含む）の場合 ②　①以外（地域密着Ⅱ型を含む）の場合

11,700人以上12,300人未満 28,917,000円
12,300人以上12,900人未満 30,345,000円

16,500人以上17,100人未満

10,500人以上11,100人未満 26,061,000円
11,100人以上11,700人未満 27,489,000円

12,900人以上13,500人未満 31,773,000円

8,100人以上8,700人未満 20,349,000円
8,700人以上9,300人未満 21,777,000円
9,300人以上9,900人未満 23,205,000円
9,900人以上10,500人未満 24,633,000円

1,695,000円
900人以上1,500人未満 3,092,000円 900人以上1,500人未満 3,051,000円
1,500人以上2,100人未満 4,466,000円 1,500人以上2,100人未満 4,407,000円

基準額
300人未満 2,607,000円

40,341,000円

13,500人以上14,100人未満 33,201,000円
14,100人以上14,700人未満 34,629,000円
14,700人以上15,300人未満 36,057,000円
15,300人以上15,900人未満 37,485,000円
15,900人以上16,500人未満 38,913,000円

2,700人以上3,300人未満 7,119,000円
3,300人以上3,900人未満 8,588,000円 3,300人以上3,900人未満 8,475,000円

6,300人以上6,900人未満 15,458,000円
6,900人以上7,500人未満 16,832,000円
7,500人以上8,100人未満 18,206,000円

17,100人以上17,700人未満 41,769,000円
17,700人以上18,300人未満 43,197,000円
18,300人以上18,900人未満 44,625,000円
18,900人以上19,500人未満 46,053,000円

2,100人以上2,700人未満 5,840,000円 2,100人以上2,700人未満 5,763,000円

19,500人以上20,100人未満 47,481,000円

年間延べ利用児童数 基準額 年間延べ利用児童数

300人以上900人未満 2,880,000円 300人以上900人未満

3,900人以上4500人未満 9,962,000円

12,300人以上12,900人未満 29,198,000円
12,900人以上13,500人未満 30,572,000円
13,500人以上14,100人未満 31,946,000円

10,500人以上11,100人未満 25,076,000円
11,100人以上11,700人未満 26,450,000円
11,700人以上12,300人未満 27,824,000円

300人未満 1,382,000円

14,100人以上14,700人未満 33,320,000円

9,300人以上9,900人未満 22,328,000円
9,900人以上10,500人未満 23,702,000円

3,900人以上 9,831,000円
4,500人以上5,100人未満 11,336,000円
5,100人以上5,700人未満 12,710,000円
5,700人以上6,300人未満 14,084,000円

2,700人以上3,300人未満 7,214,000円

44,312,000円
19,500人以上20,100人未満 45,686,000円

17,100人以上17,700人未満 40,190,000円
17,700人以上18,300人未満 41,564,000円

8,100人以上8,700人未満 19,580,000円
8,700人以上9,300人未満 20,954,000円

14,700人以上15,300人未満 34,694,000円
15,300人以上15,900人未満 36,068,000円
15,900人以上16,500人未満 37,442,000円
16,500人以上17,100人未満 38,816,000円

18,300人以上18,900人未満 42,938,000円
18,900人以上19,500人未満



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

※20,100人以上の場合は別途協議

（ｲ）基幹型施設加算 1,150,000円 （ｲ）基幹型施設加算 1,148,000円

イ　特別利用保育等対象児童（児童１人当たり日額） イ　特別利用保育等対象児童（児童１人当たり日額）

（ｱ）平日分 400円 （ｱ）平日分 400円
（ｲ）長期休業日（８時間未満） 400円 （ｲ）長期休業日（８時間未満） 400円
（ｳ）長期休業日（８時間以上） 800円 （ｳ）長期休業日（８時間以上） 800円

（ｴ）休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用） 800円 （ｴ）休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用） 800円

（ｵ）長時間加算 （ｵ）長時間加算
（(ｱ)(ｲ)については４時間（又は特別利用保育等として提供され （(ｱ)(ｲ)については４時間（又は特別利用保育等として提供され
る時間との合計が８時間）、(ｳ)(ｴ)については８時間を超えた る時間との合計が８時間）、(ｳ)(ｴ)については８時間を超えた
利用） 利用）

・超えた利用時間が２時間未満 100円 ・超えた利用時間が２時間未満 100円
・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 200円 ・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 200円
・超えた利用時間が３時間以上 300円 ・超えた利用時間が３時間以上 300円

ウ　緊急一時預かり対象児童（児童１人当たり日額） 4,400円 ウ　緊急一時預かり対象児童（児童１人当たり日額） 4,400円

（削除） エ　大型連休預かり対象児童（児童１人当たり日額） 2,260円

エ　特別支援児童（障害児・多胎児）加算（児童１人当たり日額）3,600円 （新規）

（２）幼稚園型Ⅰ （２）幼稚園型Ⅰ

ア　在籍園児分（ウを除く）（児童１人当たり日額） ア　在籍園児分（児童１人当たり日額）

（ｱ）基本分（平日の教育時間前後や長期休業日の利用） （ｱ）基本分（平日の教育時間前後や長期休業日の利用）
Ⅰ　年間延べ利用児童数2,000人超の施設 Ⅰ　年間延べ利用児童数2,000人超の施設

①　平日 400円 ①　平日 400円
②　長期休業日（８時間未満） 400円 ②　長期休業日（８時間未満） 400円
③　長期休業日（８時間以上） 800円 ③　長期休業日（８時間以上） 800円

Ⅱ　年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 Ⅱ　年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

①　平日　（1,600,000円　÷　年間延べ利用児童数）－400円 ①　平日　（1,600,000円　÷　年間延べ利用児童数）－400円
（10円未満切り捨て） （10円未満切り捨て）

②　長期休業日（８時間未満） 400円 ②　長期休業日（８時間未満） 400円
③　長期休業日（８時間以上） 800円 ③　長期休業日（８時間以上） 800円

（ｲ）休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用） （ｲ）休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用）
800円 800円

（ｳ）長時間加算 （ｳ）長時間加算

・超えた利用時間が２時間未満 150円 ・超えた利用時間が２時間未満 150円
・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 300円 ・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 300円
・超えた利用時間が３時間以上 450円 ・超えた利用時間が３時間以上 450円

Ⅱ　(ｱ)Ⅰ②及び(ｱ)Ⅱ②については４時間を超えた利用の場合 Ⅱ　(ｱ)Ⅰ②及び(ｱ)Ⅱ②については４時間を超えた利用の場合
・超えた利用時間が２時間未満 100円 ・超えた利用時間が２時間未満 100円
・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 200円 ・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 200円

（子ども・子育て支援法第２８条第１項第２号に規定す
る特別利用保育の提供を受ける児童及び第３０条第１
項第２号に規定する特別利用地域型保育の提供を受
ける児童。）

（子ども・子育て支援法第２８条第１項第２号に規定する特別利用
保育の提供を受ける児童及び第３０条第１項第２号に規定する特
別利用地域型保育の提供を受ける児童。）

（2019年4月27日～5月6日に一時預かりを利用した児童。）

Ⅰ　(ｱ)Ⅰ①及び(ｱ)Ⅱ①については４時間（又は教育時間との合
計が８時間）、(ｱ)Ⅰ③、(ｱ)Ⅱ③及び(ｲ)については８時間を超え
た利用の場合

Ⅰ　(ｱ)Ⅰ①及び(ｱ)Ⅱ①については４時間（又は教育時間との合
計が８時間）、(ｱ)Ⅰ③、(ｱ)Ⅱ③及び(ｲ)については８時間を超え
た利用の場合



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

・超えた利用時間が３時間以上 300円 ・超えた利用時間が３時間以上 300円

　１か所当たり年額　 　 1,446,200円 　１か所当たり年額　 　 1,446,200円

※ ※

(ｵ)　就労支援型施設加算（事務経費） (ｵ)　就労支援型施設加算（事務経費）
１か所当たり年額 1,383,200円 １か所当たり年額 1,383,200円

※１ ※１

※２ ※２

イ　在籍園児以外の児童分（ウ及び（３）を除く）（児童１人当たり 日額） イ　在籍園児以外の児童分（（３）を除く）（児童１人当たり 日額）
（ｱ）基本分 800円 （ｱ）基本分 800円
（ｲ）長時間加算（８時間を超えた利用） （ｲ）長時間加算（８時間を超えた利用）

・超えた利用時間が２時間未満 150円 ・超えた利用時間が２時間未満 150円
・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 300円 ・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 300円
・超えた利用時間が３時間以上 450円 ・超えた利用時間が３時間以上 450円

ウ　特別な支援を要する児童分（児童１人当たり日額） 4,000円 （新設）
※

※ ※　幼稚園型Ⅰに係る公費支援の総額（１施設当たり年額）は、
10,223,000円を上限額とする（なお、待機児童又は特別な支援を要する
児童の受け入れ促進に資する措置（ア(ｱ)Ⅰ③、ア(ｱ)Ⅱ③、ア(ｳ)、ア
(ｴ)、ア（ｵ）、イ(ｲ)及びウ）に係る基準額）を適用したことにより、
10,223,000円を超えた場合は、この限りでない）。

　公費支援の総額（１施設当たり年額）は、10,223,000円を上限額とする
（なお、待機児童の受け入れ促進に資する措置（ア(ｱ)Ⅰ③、ア(ｱ)Ⅱ
③、ア(ｳ)、ア (ｴ)、ア（ｵ）及びイ(ｲ)）に係る基準額）を適用したことによ
り、10,223,000円を超えた場合は、この限りでない）。

 (ｴ) 保育体制充実加算  (ｴ) 保育体制充実加算

次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす
施設に適用する。
①平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上（平日
については教育時間を含む）の預かりを実施していること。
②平日及び長期休業中の双方において、原則９時間以上（平日
については教育時間を含む）の預かりを実施するとともに、休日
において40日以上の預かりを実施していること。
③年間延べ利用児童数が2000人超の施設であること。
④児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省第11号）第36条の35
第２号ロ（附則第56条第１項において読替え）及びハに基づき配
置する者（以下「教育・保育従事者」）をすべて保育士又は幼稚
園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事
者の数は２名を下ることがないこと。

次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす
施設に適用する。
①平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上（平
日については教育時間を含む）の預かりを実施していること。
②平日及び長期休業中の双方において、原則９時間以上（平日
については教育時間を含む）の預かりを実施するとともに、休日
において40日以上の預かりを実施していること。
③年間延べ利用児童数が2000人超の施設であること。
④児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省第11号）第36条の35
第２号ロ（附則第56条第１項において読替え）及びハに基づき配
置する者（以下「教育・保育従事者」）をすべて保育士又は幼稚
園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事
者の数は２名を下ることがないこと。

※２③の配置月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１
月とする。）が６月に満たない場合には、１か所当たり年額を
691,600円とする

※２③の配置月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１
月とする。）が６月に満たない場合には、１か所当たり年額を
691,600円とする

次の要件を満たす施設に適用する。
①平日及び長期休業中の双方において、８時間以上（平日につ
いては教育時間を含む）の預かりを実施していること
②特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準（平成26年内閣府令39号）第42条に規定されている連携
施設となっていること
③本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること

次の要件を満たす施設に適用する。
①平日及び長期休業中の双方において、８時間以上（平日につ
いては教育時間を含む）の預かりを実施していること
②特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準（平成26年内閣府令39号）第42条に規定されている連携
施設となっていること
③本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること

以下のいずれかの要件を満たすと市町村が認める児童に適用する。
（ｱ） 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業
者の参入促進・能力活用事業（認定こども園特別支援教育・保育経費）
や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童
（ｲ） 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育
手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門
員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有
すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を
要すると市町村が認める児童



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

（３）幼稚園型Ⅱ（児童１人当たり日額） （３）幼稚園型Ⅱ（児童１人当たり日額）
（ｱ）基本分 1,850円 （ｱ）基本分 1,850円
（ｲ）長時間加算（８時間を超えた利用） （ｲ）長時間加算（８時間を超えた利用）

・超えた利用時間が２時間未満 230円 ・超えた利用時間が２時間未満 230円
・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 460円 ・超えた利用時間が２時間以上３時間未満 460円
・超えた利用時間が３時間以上 690円 ・超えた利用時間が３時間以上 690円

（４）余裕活用型（児童1人当たり日額） （４）余裕活用型（児童1人当たり日額） 2,400円
ア　基本分 2,400円
イ　特別支援児童（障害児・多胎児）加算（児童１人当たり日額） 3,600円

（５）居宅訪問型（児童1人当たり日額） （５）居宅訪問型（児童1人当たり日額）

ア　イの緊急一時預かり対象児童以外の児童 ア　イの緊急一時預かり対象児童以外の児童
利用時間４時間以上 9,000円 利用時間４時間以上 9,000円
利用時間４時間未満 4,500円 利用時間４時間未満 4,500円

イ　緊急一時預かり対象児童 イ　緊急一時預かり対象児童
利用時間４時間以上 12,100円 利用時間４時間以上 12,000円
利用時間４時間未満 6,050円 利用時間４時間未満 6,000円

ウ　特別支援児童（障害児・多胎児）加算（児童１人当たり日額） 3,600円 （新規）

（削除） （６）災害特例型（児童１人当たり月額）

  1,600円
ウ 　ア、イ以外の児童（児童１人当たり日額） 4,520円

２　開設準備経費（１か所当たり年額） ２　開設準備経費（１か所当たり年額）
（１）改修費等 4,000,000円 （１）改修費等 4,000,000円
（２）礼金及び賃借料（開設前月分） 600,000円 （２）礼金及び賃借料（開設前月分） 600,000円

※ （１）（２）とも令和２年度に支払われたものに限る。 ※ （１）（２）とも平成31年度に支払われたものに限る。

（削除） ※ （１）は災害特例型を除く。
※ （２）は一般型に限る。 ※ （２）は一般型に限る。

１　運営費の事務経費加算（一般型に限る） （新規） （新規） （新規）
　2,670,000円

ア 利用児童の保護者が当該児童について受けている支給認定に基づい
て本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場
合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育
て支援法第27条第３項第１号、同法第29条第３項第１号、同法第28条
第２項第２号若しくは第３号の内閣総理大臣が定める基準又は同法第
30条第２項第２号、第３号若しくは第４号に規定する内閣総理大臣が定
める基準により算定される金額（児童１人当たり月額）
※　月途中で利用を開始、又は利用を終了した場合の基準額の算定に
　 当たっては、公定価格の算定の例によること。

イ
　保護者が復旧活動等を行うために、教育時間の前後又は長期休業日
等に当該幼稚園等において、本事業を利用する児童（児童１人当たり
日額）

一時預
かり事
業（その
他分）

一時預か
り事業の
実施に必
要な経費



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１　病児対応型 １　病児対応型
（１）基本分　（略） （１）基本分　（略）

（２）加算分　（略） （２）加算分　（略）

（３）普及定着促進費（開設準備経費） （３）普及定着促進費（開設準備経費）
ア（略） ア（略）
イ（略） イ（略）

※ ア及びイとも令和２年度に支払われたものに限る。 ※ ア及びイとも平成31年度に支払われたものに限る。

２ 病後児対応型 ２ 病後児対応型
（１）基本分　（略） （１）基本分　（略）

（２）加算分　（略） （２）加算分　（略）

（３）普及定着促進費（開設準備経費） （３）普及定着促進費（開設準備経費）
ア（略） ア（略）
イ（略） イ（略）

※ ア及びイとも令和２年度に支払われたものに限る。 ※ ア及びイとも平成31年度に支払われたものに限る。

３　体調不良対応型 ３　体調不良対応型
（１）基本分　（略） （１）基本分　（略）

（２）加算分　（略） （２）加算分　（略）

（３）改善分　（略） （３）改善分　（略）

４　非施設型（訪問型）　（略） ４　非施設型（訪問型）　（略）

(略） (略）

１　運営費（１市町村当たり年額） １　運営費（１市町村当たり年額）
（１）　基本事業 （１）　基本事業

ア　基本分　（略） ア　基本分　（略）
イ　加算分 イ　加算分
　（ア）支部の設置か所数に応じた加算 　（ア）支部の設置か所数に応じた加算(政令指定都市に限る)
　　・10か所以上 10,100,000円 　　・10か所以上 10,100,000円
　　・10か所未満 支部数×1,000,000円 　　・10か所未満 支部数×1,000,000円
　（イ）24時間以上の講習（ただし、講習内容には「安全・事故」の項目は 　（イ）24時間以上の講習（ただし、講習内容には「安全・事故」の項目は
　　　必ず含むものとする）の実施による加算　（略） 　　　必ず含むものとする）の実施による加算　（略）
　（ウ）土日実施加算　（略） 　（ウ）土日実施加算　（略）

（２）　病児・緊急対応強化事業　（略） （２）　病児・緊急対応強化事業　（略）

実施する場合の加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000円 実施する場合の加算 400,000円

（４）　預かり手増加のための取組加算　（略） （４）　預かり手増加のための取組加算　（略）

（３）　ファミリー・サポート・センターにおけるひとり親家庭等の利用支援を

子育て
援助活
動支援
事業
（ファミ
リー・サ
ポート・
セン
ター事
業）

子育て
援助活
動支援
事業
（ファミ
リー・サ
ポート・
セン
ター事
業）

（略） 子育て
援助活
動支援
事業
（ファミ
リー・サ
ポート・
セン
ター事
業）

子育て
援助活
動支援
事業
（ファミ
リー・サ
ポート・
セン
ター事
業）

（略）

（３）　ファミリー・サポート・センターにおけるひとり親家庭等の利用支援を

病児保
育（特
定分・
低所得
者減免
分加
算）

病児保
育（特
定分・
低所得
者減免
分加
算）

（略）

（略） （略）

病児保
育事業

（略） 病児保
育事業

病児保
育事業
（事業
費）

病児保
育事業
（特定
分、一
般分・
事業
費）



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

２　開設準備経費（１市町村当たり年額） ２　開設準備経費（１市町村当たり年額）
（１）　（略） （１）　（略）
（２）　（略） （２）　（略）

※ （１）（２）とも令和２年度に支払われたものに限る。 ※ （１）（２）とも平成31年度に支払われたものに限る。

１　放課後児童健全育成事業 １　放課後児童健全育成事業
（１）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業（１支援 （１）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業（１支援
      の単位当たり日額） 11,000円       の単位当たり日額） 10,200円

（２）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事 （２）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事
      業（１支援の単位当たり日額） 21,000円       業（１支援の単位当たり日額） 20,000円

（３）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別支援事業（１支援の単 （３）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別支援事業（１支援の単
      位当たり日額） 36,000円       位当たり日額） 36,000円

（４）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別人材確保支援事業（１ （４）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別人材確保支援事業（１
      支援の単位当たり日額） 26,000円       支援の単位当たり日額） 26,000円

（５）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入推進事業（１支 （５）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入推進事業（１支
　　 援の単位当たり日額） 6,000円 　　 援の単位当たり日額） 6,000円

（６）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入強化推進事業 （６）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入強化推進事業
　 　（１支援の単位当たり日額）　 6,000円 　 　（１支援の単位当たり日額）　 6,000円

（７）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時医療的ケア児受入強化推 （７）新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時医療的ケア児受入強化推
     進事業（１支援の単位当たり日額） 12,000円      進事業（１支援の単位当たり日額） 12,000円

利用者
支援事
業、延
長保育
事業、
放課後
児童健
全育成
事業、
子育て
短期支
援事業
、乳児
家庭全
戸訪問
事業、
養育支
援訪問
事業、
地域子
育て支
援拠点
事業、
一時預
かり事
業、病
児保育
事業及
び子育
て援助
活動支
援事業
（ファ
ミリー
・サポ
ート・
センタ
ー事
業）

利用者
支援事
業、延
長保育
事業、
放課後
児童健
全育成
事業、
子育て
短期支
援事業
、乳児
家庭全
戸訪問
事業、
養育支
援訪問
事業、
地域子
育て支
援拠点
事業、
一時預
かり事
業、病
児保育
事業及
び子育
て援助
活動支
援事業
（ファ
ミリー
・サポ
ート・
センタ
ー事
業）（特
例措置
分）

新型コロ
ナウイル
ス感染
症対策
臨時休
業時特
別開所
支援事
業等の
実施に
必要な
経費（飲
食物費
を除く。）

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、
春休み終了日の翌日以降（夏季、冬季、学年末などの休業日を除
く。）、平日において午前中から開所するための経費を補助

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、
春休み終了日の翌日以降（夏季、冬季、学年末などの休業日を除
く。）、平日において午前中から開所するための人材確保等に要する経
費を補助

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、
春休み終了日の翌日以降（夏季、冬季、学年末などの休業日を除
く。）、支援の単位を新たに設けて運営するための経費を補助
※　当該事業を活用して支援の単位を分ける場合、既存の支援の単位
　における児童の数が減少しても、放課後児童健全育成事業（特定分）
　の基準額を児童数に応じて減額しないこととする。

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、
春休み終了日の翌日以降（夏季、冬季、学年末などの休業日を除
く。）、支援の単位を新たに設けて運営するための人材確保等に要する
経費を補助
※　当該事業を活用して支援の単位を分ける場合、既存の支援の単位
　における児童の数が減少しても、放課後児童健全育成事業（特定分）
　の基準額を児童数に応じて減額しないこととする。

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、
春休み終了日の翌日以降（夏季、冬季、学年末などの休業日を除
く。）、平日において午前中から障害児を受け入れる場合に、必要な専
門的知識等を有する者を配置するための経費を補助

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、
春休み終了日の翌日以降（夏季、冬季、学年末などの休業日を除
く。）、平日において午前中から障害児を３人以上受け入れる場合に、
（５）に加えて、必要な専門的知識等を有する者を配置するための経費
を補助

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、
春休み終了日の翌日以降（夏季、冬季、学年末などの休業日を除
く。）、平日において午前中から医療的ケア児を受け入れる場合に、必
要な看護師等を配置するための経費を補助

利用者
支援事
業、延
長保育
事業、
放課後
児童健
全育成
事業、
子育て
短期支
援事業
、乳児
家庭全
戸訪問
事業、
養育支
援訪問
事業、
地域子
育て支
援拠点
事業、
一時預
かり事
業、病
児保育
事業及
び子育
て援助
活動支
援事業
（ファ
ミリー
・サポ
ート・
センタ
ー事
業）

利用者
支援事
業、延
長保育
事業、
放課後
児童健
全育成
事業、
子育て
短期支
援事業
、乳児
家庭全
戸訪問
事業、
養育支
援訪問
事業、
地域子
育て支
援拠点
事業、
一時預
かり事
業、病
児保育
事業及
び子育
て援助
活動支
援事業
（ファ
ミリー
・サポ
ート・
センタ
ー事
業）（特
例措置
分）

新型コロ
ナウイル
ス感染
症対策
臨時休
業時特
別開所
支援事
業等の
実施に
必要な
経費（飲
食物費
を除く。）

国
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※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、３
月２日から春休みの前日までの間、平日において午前中から開所する
ための経費を補助

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、３
月２日から春休みの前日までの間、平日において午前中から開所する
ための人材確保等に要する経費を補助

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、３
月２日から春休みの前日までの間、支援の単位を新たに設けて運営す
るための経費を補助
※　当該事業を活用して支援の単位を分ける場合、既存の支援の単位
　における児童の数が減少しても、放課後児童健全育成事業（特定分）
　の基準額を児童数に応じて減額しないこととする。

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、３
月２日から春休みの前日までの間、支援の単位を新たに設けて運営す
るための人材確保等に要する経費を補助
※　当該事業を活用して支援の単位を分ける場合、既存の支援の単位
　における児童の数が減少しても、放課後児童健全育成事業（特定分）
　の基準額を児童数に応じて減額しないこととする。

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、３
月２日から春休みの前日までの間、平日において午前中から障害児を
受け入れる場合に、必要な専門的知識等を有する者を配置するための
経費を補助

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、３
月２日から春休みの前日までの間、平日において午前中から障害児を
３人以上受け入れる場合に、（５）に加えて、必要な専門的知識等を有
する者を配置するための経費を補助

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、３
月２日から春休みの前日までの間、平日において午前中から医療的ケ
ア児を受け入れる場合に、必要な看護師等を配置するための経費を補
助



１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

１事業 ２区分 ３基準額
４対象
  経費

５負担
  割合

（８）新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業（１人当たり日額）500円 （新設）

２　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） ２　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）
　　新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時利用支援加算（１人当たり日 　　新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時利用支援加算（１人当たり日
　　額） 6,400円 　　額） 6,400円

３　利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て ３　利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て
　　短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子 　　短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子
　　育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助 　　育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助
　　活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 　　活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）
　　新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業 　　新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業 500,000円
　　（令和元年度の対象経費の実支出額との合計） 500,000円

※　市区町村が新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために、放
課後児童クラブを臨時休業させた場合等の日割り利用料について、市
区町村が保護者へ返還した場合等の経費を補助

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により
　ファミリー･サポート･センター事業を利用する場合において、利用料
　相当額を子どもの預かりの援助を行いたい会員に助成する場合に補
　助
※　１時間当たり利用料は800円を上限

国
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※　放課後児童健全育成事業は１支援の単位当たり、乳児家庭全戸
　訪問事業、養育支援訪問事業及び子育て援助活動支援事業（ファ
　ミリー・サポート・センター事業）は１市町村当たり、その他事業は１か
　所当たり
※　市町村による事業所等へ配布する子ども用マスク、消毒液等の卸
　・販社からの一括購入等や、事業所等の消毒、感染症予防の広報・
　啓発など新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必要な
　経費に限る。

※　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により
　ファミリー･サポート･センター事業を利用する場合において、利用料
　相当額を子どもの預かりの援助を行いたい会員に助成する場合に補
　助
※　１時間当たり利用料は800円を上限

※　放課後児童健全育成事業は１支援の単位当たり、乳児家庭全戸
　訪問事業、養育支援訪問事業及び子育て援助活動支援事業（ファ
　ミリー・サポート・センター事業）は１市町村当たり、その他事業は１か
　所当たり
※　市町村による事業所等へ配布する子ども用マスク、消毒液等の卸
　・販社からの一括購入等や、事業所等の消毒、感染症予防の広報・
　啓発など新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必要な
　経費に限る。



別紙様式１～３

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

№ 市町村名

特　定　分 その他分 合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

国庫補助所要額

合計（         市町村分）

（元号）　　年度子ども・子育て支援交付金　所要額市町村別内訳表

都道府県名

一　般　分

№ 市町村名

特　定　分 その他分 特例措置分 合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

合計（         市町村分）

（元号）　　年度子ども・子育て支援交付金　所要額市町村別内訳表

都道府県名

国庫補助所要額

一　般　分



改正後 現行

№ 市町村名

特例措置分 総合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

都道府県名　　　　　　　

合計（         市町村分）

（元号）　　年度子ども・子育て支援交付金　所要額市町村別内訳表（別葉）

国庫補助所要額



別紙様式４～８

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

別
表

１

市
町

村
名

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

円
円

円
円

円
円

円
円

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

別
紙

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

⑥
欄

は
③

欄
、

④
欄

及
び

⑤
欄

を
比

較
し

、
最

も
少

な
い

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に

１
／

３
を

乗
じ

て
得

た
額

（１
，

０
０

０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）を

記
入

す
る

こ
と

。

③
(①

-
②

)

Ⅰ
．

特
定

分

（
元

号
）
　

年
度

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

交
付

金
所

要
額

調
書

事
　

　
業

　
　

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

延
長

保
育

事
業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

病
児

保
育

事
業

事
業

費
合

計特
定

分
　

計

低
所

得
者

減
免

分
加

算
合

計

Ⅱ
．

一
般

分

利
用

者
支

援
事

業

母
子

保
健

型

基
本

型
及

び
特

定
型

実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
を

行
う

事
業

日
用

品
・文

房
具

費
等

多
様

な
事

業
者

の
参

入
促

進
・能

力
活

用
事

業

副
食

材
料

費

新
規

参
入

施
設

等
へ

の
巡

回
支

援

認
定

こ
ど

も
園

特
別

支
援

教
育

・
保

育
経

費

子
育

て
短

期
支

援
事

業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

短
期

入
所

生
活

援
助

事
業

夜
間

養
護

等
事

業

養
育

支
援

訪
問

事
業

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

子
ど

も
を

守
る

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

機
能

強
化

事
業

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

一
般

型
、

余
裕

活
用

型
及

び
居

宅
訪

問
型

一
時

預
か

り
事

業

災
害

特
例

型

幼
稚

園
型

Ⅰ
及

び
幼

稚
園

型
Ⅱ

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

病
児

保
育

事
業

一
般

分
　

計

Ⅲ
．

そ
の

他
分

合
　

　
　

　
　

計

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

別
表

１

市
町

村
名

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

円
円

円
円

円
円

円
円

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

別
紙

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

⑥
欄

は
③

欄
、

④
欄

及
び

⑤
欄

を
比

較
し

、
最

も
少

な
い

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に

１
／

３
を

乗
じ

て
得

た
額

（１
，

０
０

０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）を

記
入

す
る

こ
と

。

合
　

　
　

　
　

計

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

一
時

預
か

り
事

業

一
般
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計

Ⅲ
．
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分

病
児

保
育

事
業

幼
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園
型

Ⅰ
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び
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園
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Ⅱ
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育

て
援

助
活
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援
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活
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援
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援
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業
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援
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等
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給
付
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者
）
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力
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用
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収
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る
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う
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日
用

品
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文

房
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費
等
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教

育
・
保

育
給
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保
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者

）

母
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保
健
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．
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分
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者
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援
事

業

基
本

型
及

び
特
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型

特
定
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得
者
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免

分
加

算
合

計

病
児

保
育

事
業
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業

費
合

計

延
長

保
育

事
業

放
課

後
児
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健

全
育

成
事

業

（
元

号
）
　

年
度

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

交
付

金
所

要
額

調
書

事
　

　
業

　
　

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

③
(①

-
②

)

Ⅰ
．

特
定

分

そ
の

他
分

　
計

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3

1
/
3



改正後 現行

別
表

１（別
葉

）

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

円
円

円
円

円
円

円
円

（記
入

上
の

注
意

）

１．
⑤

欄
に

は
、交

付
要

綱
の

別
紙

の
第

３欄
に

定
め

る
基

準
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

２．
⑥

欄
は

③
欄

、④
欄

及
び

⑤
欄

を
比

較
し

、最
も

少
な

い
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

３．
⑦

欄
に

は
、⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

４．
⑧

欄
に

は
、⑦

欄
の

額
に

１０／
１０を

乗
じ

て
得

た
額

（１，０００円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

は
、こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。）を
記

入
す

る
こ

と
。

５．
「総

合
計

」欄
に

は
、別

表
１の

合
計

欄
と

、別
表

１（別
葉

）の
「特

例
措

置
分

　計
」欄

の
額

を
合

計
し

た
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

事
　　業

　　名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

③
(①

-②
)

Ⅳ
．特

例
措

置
分

利
用

者
支

援
事

業

延
長

保
育

事
業

特
例

措
置

分
　計

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

子
育

て
短

期
支

援
事

業

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

養
育

支
援

訪
問

事
業

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

一
時

預
か

り事
業

病
児

保
育

事
業総

　　　合
　　　計

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業
10/10

別
表

１
（別

葉
）

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

円
円

円
円

円
円

円
円

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

特
例

措
置

分
（１

）表
に

は
、

特
例

措
置

分
の

う
ち

、
１

　
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

　
及

び
　

２
　

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業
（フ

ァ
ミ

リ
ー

・サ
ポ

ー
ト

・セ
ン

タ
ー

事
業

）に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

別
紙

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

⑥
欄

は
③

欄
、

④
欄

及
び

⑤
欄

を
比

較
し

、
最

も
少

な
い

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に

１
／

３
を

乗
じ

て
得

た
額

（１
，

０
０

０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）を

記
入

す
る

こ
と

。

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

円
円

円
円

円
円

円
円

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

特
例

措
置

分
（２

）表
に

は
、

特
例

措
置

分
の

う
ち

、
３

　
利

用
者

支
援

事
業

、
延

長
保

育
事

業
、

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
、

子
育

て
短

期
支

援
事

業
、

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

、
養

育
支

援
訪

問
事

業
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
、

一
時

預
か

り
事

業
、

病
児

保
育

事
業

及
び

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業
（フ

ァ
ミ

リ
ー

・サ
ポ

ー
ト

・セ
ン

タ
ー

事
業

）　
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
を

図
る

事
業

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

⑤
欄

に
は

、
交

付
要

綱
の

別
紙

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

⑥
欄

は
③

欄
、

④
欄

及
び

⑤
欄

を
比

較
し

、
最

も
少

な
い

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑦
欄

に
は

、
⑥

欄
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
．

⑧
欄

に
は

、
⑦

欄
の

額
に

１
０

／
１

０
を

乗
じ

て
得

た
額

（１
，

０
０

０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）を

記
入

す
る

こ
と

。

６
．

「特
例

措
置

分
　

小
計

」欄
に

は
、

別
表

１
（別

葉
）の

「特
例

措
置

分
（１

）　
計

」欄
と

「特
例

措
置

分
（２

）　
計

」欄
の

額
を

合
計

し
た

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

７
．

「総
合

計
」欄

に
は

、
別

表
１

の
合

計
欄

と
、

別
表

１
（別

葉
）の

「特
例

措
置

分
　

小
計

」欄
の

額
を

合
計

し
た

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

事
　

　
業

　
　

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

③
(①

-②
)

Ⅳ
．

特
例

措
置

分
（１

）

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

特
例

措
置

（１
）分

　
計

事
　

　
業

　
　

名
総

事
業

費
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
差

引
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
選

定
額

国
庫

補
助

基
本

額
国

庫
補

助
所

要
額

③
(①

-②
)

Ⅳ
．

特
例

措
置

分
（２

）

利
用

者
支

援
事

業

延
長

保
育

事
業

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

子
育

て
短

期
支

援
事

業

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

養
育

支
援

訪
問

事
業

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

一
時

預
か

り
事

業

病
児

保
育

事
業

子
育

て
援

助
活

動
支

援
事

業

特
例

措
置

分
（２

）　
計

特
例

措
置

分
　

小
計

総
　

　
　

合
　

　
　

計

1
/
3

1
0
/
1
0



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名

１
．

利
用

者
支

援
事

業

①
②

③

１
．

基
本

型

２
．

特
定

型

３
．

母
子

保
健

型

（記
入

上
の

注
意

）
１

．
②

③
欄

に
は

、
「（１

）基
本

型
」「（２

）特
定

型
」「（３

）母
子

保
健

型
」に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

（１
）基

本
型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１
．

２
．

③
欄

は
、

N
P
O

法
人

、
社

会
福

祉
法

人
、

社
会

福
祉

協
議

会
、

任
意

団
体

、
学

校
法

人
、

株
式

会
社

、
生

活
協

同
組

合
、

直
営

、
そ

の
他

、
未

定
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

選
択

す
る

こ
と

。
３

．
④

欄
は

、
１

月
に

満
た

な
い

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
、

こ
れ

を
１

月
と

し
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。
４

．
⑩

⑪
欄

は
、

夜
間

・休
日

加
算

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。
５

．
⑫

欄
は

、
出

張
相

談
支

援
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

⑬
欄

は
、

機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。
７

．
⑭

、
⑮

欄
は

、
多

言
語

対
応

に
つ

い
て

実
施

し
て

い
る

場
合

は
該

当
す

る
欄

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

８
．

⑯
欄

は
、

開
設

準
備

経
費

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

合
計

（１
～

３
）

0
0

0

小
計

（１
＋

２
）

0
0

0

事
業

実
施

時
間

（１
日

あ
た

り
）

職
員

の
配

置
夜

間
・休

日
加

算
出

張
相

談支
援

機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

多
言

語
対

応

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数

事
業

実
施

日
数

（週
あ

た
り

）

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
専

任
職

員
補

助
職

員
計

夜
間

休
日

通
訳

の
配

置
翻

訳
シ

ス
テ

ム
の

設
置

②
欄

は
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
（一

般
型

）、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（連
携

型
）、

保
育

所
、

認
定

こ
ど

も
園

、
児

童
館

（児
童

セ
ン

タ
ー

含
む

）、
幼

稚
園

、
保

健
（福

祉
）セ

ン
タ

ー
、

公
民

館
、

市
役

所
・町

役
場

・村
役

場
、

空
き

店
舗

、
ビ

ル
・ア

パ
ー

ト
・マ

ン
シ

ョ
ン

、
民

家
、

商
業

施
設

、
専

用
施

設
、

公
共

施
設

（※
）、

そ
の

他
（　

）、
未

定
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

選
択

す
る

こ
と

。
　

※
「公

共
施

設
」と

は
、

上
記

に
記

載
し

た
公

共
施

設
以

外
の

公
共

施
設

を
い

う
。

別
表

２
市

町
村

名

１．利
用

者
支

援
事

業

①
②

③

１．基
本

型

２．特
定

型

３．母
子

保
健

型

（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
③

欄
に

は
、「（１）基

本
型

」「（２）特
定

型
」「（３）母

子
保

健
型

」に
お

け
る

対
応

す
る

欄
の

計
欄

の
金

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

（１）基
本

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．２．
③

欄
は

、NPO
法

人
、社

会
福

祉
法

人
、社

会
福

祉
協

議
会

、任
意

団
体

、学
校

法
人

、株
式

会
社

、生
活

協
同

組
合

、直
営

、そ
の

他
、未

定
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

選
択

す
る

こ
と

。
３．

④
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

、こ
れ

を
１月

と
し

た
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

４．
⑩

⑪
欄

は
、夜

間
・休

日
加

算
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

５．
⑫

欄
は

、出
張

相
談

支
援

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。
６．

⑬
欄

は
、機

能
強

化
の

た
め

の
取

組
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

７．
⑭

、⑮
欄

は
、多

言
語

対
応

に
つ

い
て

実
施

し
て

い
る

場
合

は
該

当
す

る
欄

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

８．
⑯

欄
は

、配
慮

が
必

要
な

子
育

て
家

庭
等

へ
の

支
援

を
実

施
す

る
場

合
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。
９．

⑰
欄

は
、開

設
準

備
経

費
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

合
計

（１～
３）

0
0

0

小
計

（１＋
２）

0
0

0

事
業

実
施

時
間

（１
日

あ
た

り
）

職
員

の
配

置
夜

間
・休

日
加

算
出

張
相

談支
援

機
能

強
化

の
た

め
の取
組

多
言

語
対

応

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数

事
業

実
施

日
数

（週
あ

た
り

）

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
専

任
職

員
補

助
職

員
計

夜
間

休
日

通
訳

の
配

置
翻

訳
シ

ス
テ

ム
の

設
置

特
別

支
援

対
応

②
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（一
般

型
）、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（連
携

型
）、保

育
所

、認
定

こ
ど

も
園

、児
童

館
（児

童
セ

ン
タ

ー
含

む
）、幼

稚
園

、保
健

（福
祉

）セ
ン

タ
ー

、公
民

館
、市

役
所

・町
役

場
・村

役
場

、空
き

店
舗

、ビ
ル

・ア
パ

ー
ト・

マ
ン

シ
ョン

、民
家

、商
業

施
設

、専
用

施
設

、公
共

施
設

（※
）、そ

の
他

（　）、未
定

か
ら

該
当

す
る

も
の

を
選

択
す

る
こ

と
。

　※
「公

共
施

設
」と

は
、上

記
に

記
載

し
た

公
共

施
設

以
外

の
公

共
施

設
を

い
う

。



改正後 現行

（２）特
定

型

緊
急

対
策

実
施

市
町

村

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲
⑳

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．①
欄

は
、１万

人
未

満
切

上
げ

に
よ

り記
入

す
る

こ
と。

２．②
欄

は
、特

定
型

の
補

助
要

件
として

実
施

要
綱

に
定

め
る

要
件

の
うち

、満
た

す
も

の
す

べ
て

に
「○

」を
付

す
こ

と。
３．４．⑤

欄
は

、NPO法
人

、社
会

福
祉

法
人

、社
会

福
祉

協
議

会
、任

意
団

体
、学

校
法

人
、株

式
会

社
、生

活
協

同
組

合
、直

営
、そ

の
他

、未
定

か
ら

該
当

す
る

も
の

を
選

択
す

る
こ

と。
５．⑥

欄
は

、１月
に

満
た

な
い

端
数

を
生

じた
とき

は
、こ

れ
を

１月
とした

値
を

記
入

す
る

こ
と。

６． ⑫
⑬

欄
は

、夜
間

・休
日

加
算

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と。

７． ⑭
欄

は
、出

張
相

談
支

援
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と。
８． ⑮

欄
は

、機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と。

９．⑯
、⑰

欄
は

、多
言

語
対

応
に

つ
い

て
実

施
して

い
る

場
合

は
該

当
す

る
欄

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と。
10．⑱

欄
は

、開
設

準
備

経
費

の
単

価
を

適
用

す
る

場
合

に
は

「有
」を

記
入

す
る

こ
と。

０～
５歳

児
人

口
（H25～

30年
の

各
年

10月
1日

時
点

の

うち
、最

も
多

い
も

の
）

①

実
施

条
件

　　　　②

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
定

員
充

足
率

100％
以

上
（H25～

30年
の

各
年

10月
１日

時
点

の
い

ず
れ

か
）

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数

事
業

実
施

日
数

（週
あ

た
り）

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
数

が
100以

上
（H30年

４月
１日

時
点

）

特
定

市
町

村
又

は
待

機
児

童
５０人

以
上

（H27～
30年

の
各

年
４月

１日
時

点
の

い
ず

れ
か

）

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
専

任
職

員
補

助
職

員
計

夜
間

休
日

通
訳

の
配

置
翻

訳
シ

ス
テ

ム
の

設
置

事
業

実
施

時
間

（１日
あ

た
り）

職
員

の
配

置
夜

間
・休

日
加

算
出

張
相

談支
援

機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

多
言

語
対

応

④
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（一
般

型
）、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（連
携

型
）、保

育
所

、認
定

こ
ど

も
園

、児
童

館
（児

童
セ

ン
ター

含
む

）、幼
稚

園
、保

健
（福

祉
）セ

ン
ター

、公
民

館
、市

役
所

・町
役

場
・村

役
場

、空
き

店
舗

、ビ
ル

・ア
パ

ー
ト・マ

ン
シ

ョン
、民

家
、商

業
施

設
、専

用
施

設
、公

共
施

設
（※

）、そ
の

他
（　）、未

定
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

選
択

す
る

こ
と。

　※
「公

共
施

設
」とは

、上
記

に
記

載
した

公
共

施
設

以
外

の
公

共
施

設
を

い
う。

（２）特
定

型

緊
急

対
策

実
施

市
町

村

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲
⑳

㉑

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．①
欄

は
、１万

人
未

満
切

上
げ

に
より記

入
す

ること。
２．②

欄
は

、特
定

型
の

補
助

要
件

として
実

施
要

綱
に

定
め

る要
件

の
うち、満

た
す

もの
す

べ
て

に
「○

」を付
す

こと。
３．４．⑤

欄
は

、NPO法
人

、社
会

福
祉

法
人

、社
会

福
祉

協
議

会
、任

意
団

体
、学

校
法

人
、株

式
会

社
、生

活
協

同
組

合
、直

営
、そ

の
他

、未
定

か
ら該

当
す

るもの
を選

択
す

ること。
５．⑥

欄
は

、１月
に

満
た

な
い

端
数

を生
じた

ときは
、これ

を１月
とした

値
を記

入
す

ること。
６．⑫

⑬
欄

は
、夜

間
・休

日
加

算
の

単
価

を適
用

す
る場

合
に

は
「有

」を記
入

す
ること。

７．⑭
欄

は
、出

張
相

談
支

援
の

単
価

を適
用

す
る場

合
に

は
「有

」を記
入

す
ること。

８．⑮
欄

は
、機

能
強

化
の

た
め

の
取

組
の

単
価

を適
用

す
る場

合
に

は
「有

」を記
入

す
ること。

９．⑯
、⑰

欄
は

、多
言

語
対

応
に

つ
い

て
実

施
して

い
る場

合
は

該
当

す
る欄

に
「有

」を記
入

す
ること。

10．⑱
欄

は
、配

慮
が

必
要

な
子

育
て

家
庭

等
へ

の
支

援
を実

施
す

る場
合

に
「有

」を記
入

す
ること。

11．⑲
欄

は
、開

設
準

備
経

費
の

単
価

を適
用

す
る場

合
に

は
「有

」を記
入

す
ること。

特
別

支
援

対
応

④
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（一
般

型
）、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（連
携

型
）、保

育
所

、認
定

こども園
、児

童
館

（児
童

セ
ンター

含
む

）、幼
稚

園
、保

健
（福

祉
）セ

ンター
、公

民
館

、市
役

所
・町

役
場

・村
役

場
、空

き店
舗

、ビル
・アパ

ー
ト・マ

ンション、民
家

、商
業

施
設

、専
用

施
設

、公
共

施
設

（※
）、そ

の
他

（　）、未
定

か
ら該

当
す

るもの
を選

択
す

ること。
　※

「公
共

施
設

」とは
、上

記
に

記
載

した
公

共
施

設
以

外
の

公
共

施
設

をい
う。

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
専

任
職

員
補

助
職

員
計

夜
間

休
日

通
訳

の
配

置
翻

訳
システ

ム
の

設
置

事
業

実
施

時
間

（１日
あ

た
り）

職
員

の
配

置
夜

間
・休

日
加

算
出

張
相

談支
援

機
能

強
化

の
た

め
の

取
組

多
言

語
対

応

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数

事
業

実
施

日
数

（週
あ

た
り）

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こども園
の

数
が

100以
上

（H31 年
４月

１日
時

点
）

特
定

市
町

村
又

は
待

機
児

童
５０人

以
上

（H27～
31 年

の
各

年
４月

１日
時

点
の

い
ず

れ
か

）

０～
５歳

児
人

口
（H25～

R１ 年
の

各
年

10月
1日

時
点

の
うち

、最
も多

い
もの

）

①

実
施

条
件

　　　　②

保
育

所
及

び
幼

保
連

携
型

認
定

こども園
の

定
員

充
足

率
100％

以
上

（H25～
R1 年

の
各

年
10月

１日
時

点
の

い
ず

れ
か

）



改正後 現行

（３）母
子

保
健

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

123計（記
入

上
の

注
意

）

１．２． ③
欄

は
、NPO法

人
、社

会
福

祉
法

人
、社

会
福

祉
協

議
会

、任
意

団
体

、学
校

法
人

、株
式

会
社

、生
活

協
同

組
合

、直
営

、そ
の

他
、未

定
か

ら該
当

す
るもの

を選
択

す
ること。

３． ④
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を生

じた
ときは

、これ
を１月

とした
値

を記
入

す
ること。

４．５．⑫
、⑬

欄
は

、多
言

語
対

応
に

つ
い

て
実

施
して

い
る場

合
は

該
当

す
る欄

に
「有

」を記
入

す
ること。

６．⑭
欄

は
、開

設
準

備
経

費
の

単
価

を適
用

す
る場

合
に

は
「有

」を記
入

す
ること。

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数

事
業

実
施

日
数

（週
あ

た
り）

事
業

実
施

時
間

（１日
あ

た
り）

職
員

の
配

置
開

設
準

備
経

費
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

保
健

師
等

専
門

職
員

補
助

職
員

計
通

訳
の

配
置

翻
訳

システ

ム
の

設
置

（専
任

）
（兼

任
）

１市
町

村
当

たり

単
価

の
適

用
の

有
無

多
言

語
対

応

②
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（一
般

型
）、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

（連
携

型
）、保

育
所

、認
定

こども園
、児

童
館

（児
童

セ
ンター

含
む

）、幼
稚

園
、保

健
（福

祉
）セ

ンター
、公

民
館

、市
役

所
・町

役
場

・村
役

場
、空

き店
舗

、ビル
・アパ

ー
ト・マ

ンション、民
家

、商
業

施
設

、専
用

施
設

、公
共

施
設

（※
）、そ

の
他

（　）、未
定

か
ら該

当
す

るもの
を選

択
す

ること。
　※

「公
共

施
設

」とは
、上

記
に

記
載

した
公

共
施

設
以

外
の

公
共

施
設

をい
う。

⑪
欄

は
、「平

成
27年

度
に

お
い

て
１か

所
に

複
数

の
専

任
職

員
を配

置
して

事
業

を実
施

し、か
つ

、引
き続

き同
様

の
事

業
形

態
を維

持
し」て

い
るもの

として
、１市

町
村

当
た

りの
単

価
を適

用
す

る場
合

は
「有

」、そ
うで

な
い

場
合

は
「無

」を記
入

す
ること。な

お
、「有

」の
場

合
に

は
、⑯

欄
は

計
欄

の
み

記
載

す
ること。

（３）母子保健型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰

123計（記入上の注意）

１．２．③欄は、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他、未定から該当するものを選択すること。

３．④欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

４．５．⑫、⑬欄は、多言語対応について実施している場合は該当する欄に「有」を記入すること。
６．⑭欄は、配慮が必要な子育て家庭等への支援を実施する場合に「有」を記入すること。

７．⑮欄は、開設準備経費の単価を適用する場合には「有」を記入すること。

②欄は、地域子育て支援拠点（一般型）、地域子育て支援拠点（連携型）、保育所、認定こども園、児童館（児童センター含む）、幼稚園、保健（福祉）センター、公民館、市役所・町役場・村役場、空き店舗、ビル・アパー
ト・マンション、民家、商業施設、専用施設、公共施設（※）、その他（　）、未定から該当するものを選択すること。
　※「公共施設」とは、上記に記載した公共施設以外の公共施設をいう。

⑪欄は、「平成27年度において１か所に複数の専任職員を配置して事業を実施し、かつ、引き続き同様の事業形態を維持し」ているものとして、１市町村当たりの単価を適用する場合は「有」、そうでない場合は「無」を記
入すること。なお、「有」の場合には、⑯欄は計欄のみ記載すること。

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

保健師等専門職員
補助職員

計
通訳の
配置

翻訳システ

ムの設置
（専任）

（兼任）

１市町村当たり

単価の適用の

有無

多言語対応
開設

準備経費
№

名称
実施場所

運営主体
事業実施

月数

事業実施
日数

（週あたり）

事業実施
時間

（１日あたり）

職員の配置
特別支援対応



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名

２
．

延
長

保
育

事
業

①
②

③
１

．
一

般
型

（保
育

短
時

間
認

定
）

２
．

一
般

型
（保

育
標

準
時

間
認

定
）

３
．

訪
問

型
（保

育
短

時
間

認
定

）
４

．
訪

問
型

（保
育

標
準

時
間

認
定

）

（記
入

上
の

注
意

）
１

．
②

③
欄

に
は

、
「（１

）一
般

型
（保

育
短

時
間

認
定

）」「（２
）一

般
型

（保
育

標
準

時
間

認
定

）」「（３
）訪

問
型

（保
育

短
時

間
認

定
）」「（４

）訪
問

型
（保

育
標

準
時

間
認

定
）」に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

（１
）一

般
型

（保
育

短
時

間
認

定
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後前後

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「保
育

所
・認

定
こ

ど
も

園
」「小

規
模

Ａ
・Ｂ

」「小
規

模
Ｃ

」「事
業

所
内

（20人
以

上
）」「事

業
所

内
（19人

以
下

）」「家
庭

的
保

育
」の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
.

④
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（１

）④
に

基
づ

く延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

延
長

時
間

に
端

数
が

生
じ

る
場

合
は

、
平

均
対

象
児

童
数

が
１

名
以

上
い

る
時

間
の

合
計

を
「合

算
」欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

（例
：前

0.5 後
0.5 合

算
１

）

４
.

⑤
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（１

）④
に

基
づ

く平
均

対
象

児
童

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
.

⑥
欄

は
、

各
月

初
日

に
お

い
て

在
籍

す
る

短
時

間
認

定
児

童
数

を
平

均
し

た
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

（小
数

点
以

下
第

１
位

を
四

捨
五

入
）

（２
）一

般
型

（保
育

標
準

時
間

認
定

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前後
後

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「保
育

所
・認

定
こ

ど
も

園
」「小

規
模

Ａ
」「小

規
模

Ｂ
」「小

規
模

Ｃ
」「事

業
所

内
（20人

以
上

）」「事
業

所
内

（19人
以

下
A）」「事

業
所

内
（19人

以
下

B）」「家
庭

的
保

育
（4人

以
上

）」「家
庭

的
保

育
（3人

以
下

）」の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
欄

は
、

「自
園

調
理

等
」「そ

の
他

」の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑤
～

⑦
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（１

）④
に

基
づ

く延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

５
．

⑥
⑦

欄
は

、
②

欄
に

お
い

て
「保

育
所

・認
定

こ
ど

も
園

」ま
た

は
「事

業
所

内
（20人

以
上

）」を
記

入
し

た
場

合
で

、
22時

以
降

も
延

長
保

育
を

実
施

す
る

場
合

に
、

⑥
欄

に
は

22時
ま

で
の

延
長

時
間

を
、

⑦
欄

に
は

22時
以

降
の

延
長

時
間

を
記

入
し

た
上

で
、

⑤
欄

に
は

そ
の

合
計

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

⑧
⑨

欄
は

、
実

施
要

綱
４

（１
）④

に
基

づ
く平

均
対

象
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
と

し
、

②
欄

に
お

い
て

「保
育

所
・認

定
こ

ど
も

園
」ま

た
は

「事
業

所
内

（20人
以

上
）」を

記
入

し
た

場
合

で
、

22時
以

降
も

延
長

保
育

を
実

施
す

る
場

合
に

、
⑧

欄
に

は
22時

ま
で

の
平

均
対

象
児

童
数

を
、

⑨
欄

に
は

22時
以

降
の

平
均

対
象

児
童

数
を

そ
れ

ぞ
れ

記
入

す
る

こ
と

。
そ

れ
以

外
の

実
施

施
設

の
類

型
の

場
合

に
は

、
⑧

欄
に

の
み

記
入

す
る

こ
と

。

計 34 2 1

平
均

対
象

児
童

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

※
22時

以
降

実
施

の
場

合
の

内
訳

～
22時

ま
で

22時
以

降
～

22時
ま

で
22時

以
降

№
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
自

園
調

理
等

延
長

時
間

計 4
合算

3
合算

2
合算

短
時

間
認

定
在

籍
児

童
数

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
平

均
対

象
児

童
数

1
合算

№
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
延

長
時

間

合
計

0
0

0

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

別
表

２
市

町
村

名

２
．

延
長

保
育

事
業

①
②

③
１

．
一

般
型

（保
育

短
時

間
認

定
）

２
．

一
般

型
（保

育
標

準
時

間
認

定
）

３
．

訪
問

型
（保

育
短

時
間

認
定

）
４

．
訪

問
型

（保
育

標
準

時
間

認
定

）

（記
入

上
の

注
意

）
１

．
②

③
欄

に
は

、
「（１

）一
般

型
（保

育
短

時
間

認
定

）」「（２
）一

般
型

（保
育

標
準

時
間

認
定

）」「（３
）訪

問
型

（保
育

短
時

間
認

定
）」「（４

）訪
問

型
（保

育
標

準
時

間
認

定
）」に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

（１
）一

般
型

（保
育

短
時

間
認

定
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後前後

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「保
育

所
・認

定
こ

ど
も

園
」「小

規
模

Ａ
・Ｂ

」「小
規

模
Ｃ

」「事
業

所
内

（20人
以

上
）」「事

業
所

内
（19人

以
下

）」「家
庭

的
保

育
」の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
.

④
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（１

）④
に

基
づ

く延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

延
長

時
間

に
端

数
が

生
じ

る
場

合
は

、
平

均
対

象
児

童
数

が
１

名
以

上
い

る
時

間
の

合
計

を
「合

算
」欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

（例
：前

0.5 後
0.5 合

算
１

）

４
.

⑤
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（１

）④
に

基
づ

く平
均

対
象

児
童

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
.

⑥
欄

は
、

各
月

初
日

に
お

い
て

在
籍

す
る

短
時

間
認

定
児

童
数

を
平

均
し

た
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

（小
数

点
以

下
第

１
位

を
四

捨
五

入
）

（２
）一

般
型

（保
育

標
準

時
間

認
定

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前
前

前

後
後

後
後

後

前後
後

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「保
育

所
・認

定
こ

ど
も

園
」「小

規
模

Ａ
」「小

規
模

Ｂ
」「小

規
模

Ｃ
」「事

業
所

内
（20人

以
上

）」「事
業

所
内

（19人
以

下
A）」「事

業
所

内
（19人

以
下

B）」「家
庭

的
保

育
（4人

以
上

）」「家
庭

的
保

育
（3人

以
下

）」の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
欄

は
、

「自
園

調
理

等
」「そ

の
他

」の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑤
～

⑦
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（１

）④
に

基
づ

く延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

５
．

⑥
⑦

欄
は

、
②

欄
に

お
い

て
「保

育
所

・認
定

こ
ど

も
園

」ま
た

は
「事

業
所

内
（20人

以
上

）」を
記

入
し

た
場

合
で

、
22時

以
降

も
延

長
保

育
を

実
施

す
る

場
合

に
、

⑥
欄

に
は

22時
ま

で
の

延
長

時
間

を
、

⑦
欄

に
は

22時
以

降
の

延
長

時
間

を
記

入
し

た
上

で
、

⑤
欄

に
は

そ
の

合
計

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

「夜
間

保
育

所
の

設
置

認
可

等
に

つ
い

て
（平

成
12年

３
月

30日
児

発
第

289号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

）」に
よ

り
設

置
認

可
さ

れ
た

施
設

に
お

い
て

22時
以

降
に

延
長

を
実

施
す

る
場

合
は

、
⑧

欄
に

○
を

記
入

す
る

こ
と

。

７
．

合
計

0
0

0

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
平

均
対

象
児

童
数

延
長

時
間

合算

2
合算

短
時

間
認

定
在

籍
児

童
数

№
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数

13
合算

4
合算

計№
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
自

園
調

理
等

延
長

時
間

夜
間

保
育

所
平

均
対

象
児

童
数

※
22時

以
降

実
施

の
場

合
の

内
訳

～
22時

ま
で

22時
以

降
～

22時
ま

で

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

1

22時
以

降

23計 4

⑨
⑩

欄
は

、
実

施
要

綱
４

（１
）④

に
基

づ
く平

均
対

象
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
と

し
、

②
欄

に
お

い
て

「保
育

所
・認

定
こ

ど
も

園
」ま

た
は

「事
業

所
内

（20人
以

上
）」を

記
入

し
た

場
合

で
、

22時
以

降
も

延
長

保
育

を
実

施
す

る
場

合
に

、
⑨

欄
に

は
22時

ま
で

の
平

均
対

象
児

童
数

を
、

⑩
欄

に
は

22時
以

降
の

平
均

対
象

児
童

数
を

そ
れ

ぞ
れ

記
入

す
る

こ
と

。
そ

れ
以

外
の

実
施

施
設

の
類

型
の

場
合

に
は

、
⑨

欄
に

の
み

記
入

す
る

こ
と

。



改正後 現行
（３）訪

問
型

（保
育

短
時

間
認

定
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後前後

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「居
宅

訪
問

型
保

育
」「そ

の
他

」の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（２

）④
に

基
づ

く延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

延
長

時
間

に
端

数
が

生
じ

る
場

合
は

、
平

均
対

象
児

童
数

が
１

名
以

上
い

る
時

間
の

合
計

を
「合

算
」欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

（例
：前

0.5 後
0.5 合

算
１

）

４
．

１
事

業
所

で
複

数
の

児
童

を
訪

問
し

て
い

る
場

合
は

、
児

童
１

名
に

つ
き

１
行

ず
つ

記
入

す
る

こ
と

。

（４）訪
問

型
（保

育
標

準
時

間
認

定
）

①
②

③
④

⑥
⑦

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後

前
前

後
後前後

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

実
施

施
設

の
類

型
に

つ
い

て
、

「居
宅

訪
問

型
保

育
」「そ

の
他

」の
い

ず
れ

か
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

３
．

④
欄

は
、

実
施

要
綱

４
（２

）④
に

基
づ

く延
長

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

5計 4 3 2

国
庫

補
助

基
準

額

1 №
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
延

長
時

間
年

間
延

べ
利

用
日

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額

計 5
合算

4
合算

3
合算

2
合算

1
合算

№
実

施
施

設
の

名
称

実
施

施
設

の
類

型
事

業
実

施
月

数
延

長
時

間
年

間
延

べ
利

用
日

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

（略）



改正後 現行

別
表

２
　

市
町

村
名

３
．

実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
を

行
う

事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

（記
入

上
の

注
意

）
１

．
①

及
び

⑤
欄

は
、

支
給

児
童

が
い

る
施

設
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

月
数

人
数

計
月

数
人

数
計

支
給

見
込

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
給

食
費

（副
食

材
料

費
）

教
材

費
・行

事
費

等
（給

食
費

以
外

）

か
所

数
支

給
児

童
数

（延
月

数
）

か
所

数
支

給
児

童
数

（延
月

数
）

１
号

認
定

（教
育

・保
育

給
付

認
定

）

小
計

小
計

２
号

認
定

（教
育

・保
育

給
付

認
定

）

小
計

３
号

認
定

（教
育

・保
育

給
付

認
定

）

小
計

②
～

④
欄

及
び

⑥
～

⑧
欄

は
、

支
給

し
た

月
数

毎
に

行
を

分
け

て
記

載
す

る
こ

と
（＝

年
度

途
中

か
ら

対
象

と
な

っ
た

児
童

が
い

る
場

合
等

に
つ

い
て

は
、

行
を

分
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

）。
必

要
に

応
じ

て
適

宜
行

を
追

加
す

る
こ

と
。

な
お

、
「支

給
児

童
数

（延
月

数
）」の

「合
計

」欄
に

は
、

「１
号

認
定

」、
「２

号
認

定
」、

「３
号

認
定

」及
び

「施
設

等
利

用
給

付
認

定
」そ

れ
ぞ

れ
の

「小
計

」欄
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

合
計

小
計

施
設

等
利

用
給

付
認

定

別
表

２
　

市
町

村
名

３
．

実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
を

行
う

事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

（
記

入
上

の
注

意
）

１
．

①
及

び
⑤

欄
は

、
支

給
児

童
が

い
る

施
設

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
２

．

小
計

②
～

④
欄

及
び

⑥
～

⑧
欄

は
、

支
給

し
た

月
数

毎
に

行
を

分
け

て
記

載
す

る
こ

と
（
＝

年
度

途
中

か
ら

対
象

と
な

っ
た

児
童

が
い

る
場

合
等

に
つ

い
て

は
、

行
を

分
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

）
。

必
要

に
応

じ
て

適
宜

行
を

追
加

す
る

こ
と

。
な

お
、

「
支

給
児

童
数

（
延

月
数

）
」
の

「
合

計
」
欄

に
は

、
「
１

号
認

定
」
、

「
２

号
認

定
」
、

「
３

号
認

定
」
及

び
「
施

設
等

利
用

給
付

認
定

」
そ

れ
ぞ

れ
の

「
小

計
」
欄

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。

合
計

小
計

３
号

認
定

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
）

施
設

等
利

用
給

付
認

定

小
計

２
号

認
定

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
）

１
号

認
定

（
教

育
・
保

育
給

付
認

定
）

小
計

計

支
給

見
込

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
給

食
費

（
副

食
材

料
費

）
教

材
費

・
行

事
費

等
（
給

食
費

以
外

）

か
所

数
支

給
児

童
数

（
延

月
数

）
か

所
数

支
給

児
童

数
（
延

月
数

）

月
数

人
数

計
月

数
人

数



多様な事業者の参入促進・能力活用事業

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

別表２

５．放課後児童健全育成事業

Ⅰ．特定分 市町村名

区分
対象経費の

支出予定額①
国庫補助
基準額②

円 円

円 円

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

Ⅱ．一般分

区分
対象経費の

支出予定額①
国庫補助
基準額②

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

Ⅲ．その他分

区分
対象経費の

支出予定額①
国庫補助
基準額②

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

障害児受入強化推進事業

放課後児童健全育成事業

放課後子ども環境整備事業

放課後児童クラブ支援事業

合計

放課後児童支援員等処遇改善等事業

小規模放課後児童クラブ支援事業

放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進
事業

合計

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

合計

別表２

５．放課後児童健全育成事業

Ⅰ．特定分 市町村名

区分
対象経費の

支出予定額①
国庫補助
基準額②

円 円

円 円

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

Ⅱ．一般分

区分
対象経費の

支出予定額①
国庫補助
基準額②

円 円

円 円

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

Ⅲ．その他分

区分
対象経費の

支出予定額①
国庫補助
基準額②

円 円

円 円

（記入上の注意）

１．各表に記載された数値の合計額と一致すること。

小規模放課後児童クラブ支援事業

合計

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

合計

放課後児童健全育成事業

放課後子ども環境整備事業

放課後児童クラブ支援事業

合計

放課後児童支援員等処遇改善等事業

障害児受入強化推進事業



改正後 現行

別
表

２

Ⅰ
．

特
定

分

（１
）放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

　
（ア

）開
所

日
数

２
５

０
日

以
上

(ａ)-250

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰

日
日

日
時

間
時

間
人

円
円

1
～

～

2
～

～

3
～

～

4
～

～

5
～

～

6
～

～

7
～

～

8
～

～

9
～

～

10
～

～

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

①
欄

は
、

支
援

の
単

位
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

と
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。
２

．
②

欄
は

、
以

下
の

ア
～

エ
の

う
ち

い
ず

れ
か

か
ら

該
当

す
る

区
分

を
選

択
す

る
こ

と
。

　
ア

．
原

則
、

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（平
成

26年
厚

生
労

働
省

令
第

63号
。

以
下

「設
備

運
営

基
準

」と
い

う
。

）ど
お

り
放

課
後

児
童

支
援

員
等

を
配

置
し

た
場

合
　

イ
．

設
備

運
営

基
準

に
基

づ
く放

課
後

児
童

支
援

員
１

名
の

み
配

置
し

た
場

合
　

ウ
．

設
備

運
営

基
準

に
基

づ
く補

助
員

を
原

則
２

名
以

上
配

置
し

た
場

合
　

エ
．

設
備

運
営

基
準

に
基

づ
く補

助
員

を
１

名
の

み
配

置
し

た
場

合
３

．
⑥

及
び

⑧
欄

は
、

「平
日

」と
「長

期
休

暇
等

」に
お

け
る

平
均

開
所

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

（１
分

未
満

切
り

捨
て

）
４

．
⑦

及
び

⑨
欄

は
、

例
の

よ
う

に
記

載
し

、
小

数
点

第
3位

を
切

り
捨

て
る

こ
と

。
（例

：3時
間

10分
⇒

3.16）

５
．

⑪
及

び
⑫

欄
は

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

⑬
欄

は
、

年
度

の
途

中
に

ク
ラ

ブ
又

は
支

援
の

単
位

を
分

割
す

る
（し

た
）場

合
に

「○
」を

記
入

し
、

①
欄

に
分

割
前

・分
割

後
両

方
の

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

７
．

⑭
及

び
⑮

欄
は

、
新

規
開

所
又

は
途

中
閉

所
す

る
（し

た
）年

月
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

新
規

開
所

年
月

日
途

中
閉

所
年

月
日

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
年

間
開

所
日

数
（ａ）

開
所

日
数

加
算

対
象

日
数

長
期

休
暇

支
援

加
算

対
象

日
数

平
日

分
長

期
休

暇
等

分

開
所

時
間

開
所

状
況

児
童

の
数

児
童

の
数

が
10人

未
満

分
割

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

開
所

時
間

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
場

合

合
計

（　
　

　
か

所
）

事
業

所
名

（ク
ラ

ブ
名

）
職

員
配

置
の

区
分

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

山
間

地
、

漁
業

集
落

、
へ

き
地

及
び

離
島

か
所

別
表

２

Ⅰ
．

特
定

分

（１
）放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

　
（ア

）開
所

日
数

２
５

０
日

以
上

(ａ)-250

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

日
日

日
時

間
時

間
人

円
円

1
～

～

2
～

～

3
～

～

4
～

～

5
～

～

6
～

～

7
～

～

8
～

～

9
～

～

10
～

～

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

①
欄

は
、

支
援

の
単

位
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

と
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。
２

．
⑤

及
び

⑦
欄

は
、

「平
日

」と
「長

期
休

暇
等

」に
お

け
る

平
均

開
所

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

（１
分

未
満

切
り

捨
て

）
３

．
⑥

及
び

⑧
欄

は
、

例
の

よ
う

に
記

載
し

、
小

数
点

第
3位

を
切

り
捨

て
る

こ
と

。
（例

：3時
間

10分
⇒

3.16）

４
．

⑩
及

び
⑪

欄
は

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

５
．

⑫
欄

は
、

年
度

の
途

中
に

ク
ラ

ブ
又

は
支

援
の

単
位

を
分

割
す

る
（し

た
）場

合
に

「○
」を

記
入

し
、

①
欄

に
分

割
前

・分
割

後
両

方
の

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

⑬
及

び
⑭

欄
は

、
新

規
開

所
又

は
途

中
閉

所
す

る
（し

た
）年

月
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

事
業

者
名

（ク
ラ

ブ
名

）

開
所

状
況

児
童

の
数

児
童

の
数

が
10人

未
満

分
割

開
所

時
間

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

山
間

地
、

漁
業

集
落

、
へ

き
地

及
び

離
島

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
場

合

途
中

閉
所

年
月

日
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

年
間

開
所

日
数

（ａ）

開
所

日
数

加
算

対
象

日
数

長
期

休
暇

支
援

加
算

対
象

日
数

平
日

分
長

期
休

暇
等

分

開
所

時
間

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

新
規

開
所

年
月

日

合
計

（　
　

　
か

所
）

か
所



改正後 現行

別
表

２

（１
）放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

　
（イ

）開
所

日
数

２
０

０
日

～
２

４
９

日

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭
⑮

⑯
⑰

日
日

時
間

人
人

円
円

1
～

～

2
～

～

3
～

～

4
～

～

5
～

～

6
～

～

7
～

～

8
～

～

9
～

～

10
～

～

（記
入

上
の

注
意

）
１

．
①

欄
は

、
支

援
の

単
位

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
と

し
、

一
つ

の
ク

ラ
ブ

に
複

数
の

支
援

の
単

位
が

あ
る

場
合

は
「○

○
ク

ラ
ブ

Ａ
」「○

○
ク

ラ
ブ

Ｂ
」等

と
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

②
欄

は
、

以
下

の
ア

～
エ

の
う

ち
い

ず
れ

か
か

ら
該

当
す

る
区

分
を

選
択

す
る

こ
と

。

　
ア

．
原

則
、

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（平
成

26年
厚

生
労

働
省

令
第

63号
。

以
下

「設
備

運
営

基
準

」と
い

う
。

）ど
お

り
放

課
後

児
童

支
援

員
等

を
配

置
し

た
場

合

　
イ

．
設

備
運

営
基

準
に

基
づ

く放
課

後
児

童
支

援
員

１
名

の
み

配
置

し
た

場
合

　
ウ

．
設

備
運

営
基

準
に

基
づ

く補
助

員
を

原
則

２
名

以
上

配
置

し
た

場
合

　
エ

．
設

備
運

営
基

準
に

基
づ

く補
助

員
を

１
名

の
み

配
置

し
た

場
合

３
．

⑤
及

び
⑦

欄
は

、
「平

日
」と

「長
期

休
暇

等
」に

お
け

る
平

均
開

所
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
（１

分
未

満
切

り
捨

て
）

４
．

⑥
欄

は
、

例
の

よ
う

に
記

載
し

、
小

数
点

第
3位

を
切

り
捨

て
る

こ
と

。
（例

：3時
間

10分
⇒

3.16）
５

．
⑨

欄
は

、
次

の
条

件
を

満
た

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

１
．

す
べ

て
の

利
用

児
童

の
保

護
者

を
対

象
と

し
、

個
々

に
利

用
希

望
を

聴
取

す
る

こ
と

。
　

２
．

期
間

（土
曜

日
、

日
曜

日
、

祝
日

、
夏

休
み

等
）ご

と
の

利
用

希
望

を
聴

取
す

る
こ

と
。

　
３

．
事

業
実

施
年

度
に

お
け

る
利

用
希

望
を

聴
取

す
る

こ
と

。
６

．
⑩

欄
は

、
２

５
０

日
以

上
の

開
所

を
希

望
す

る
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

７
．

「利
用

者
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

調
査

」の
結

果
は

、
市

町
村

に
お

い
て

５
年

間
保

存
す

る
こ

と
。

８
．

⑪
及

び
⑫

欄
は

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

９
．

⑬
欄

は
、

年
度

の
途

中
に

ク
ラ

ブ
又

は
支

援
の

単
位

を
分

割
す

る
（し

た
）場

合
に

「○
」を

記
入

し
、

①
欄

に
分

割
前

・分
割

後
両

方
の

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

１
０

．
⑭

欄
及

び
⑮

欄
は

、
新

規
開

所
又

は
途

中
閉

所
す

る
（し

た
）年

月
日

を
記

入
す

る
こ

と
。

新
規

開
所

年
月

日
途

中
閉

所
年

月
日

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
年

間
開

所
日

数

長
期

休
暇

支
援

加
算

対
象

日
数

平
日

分
長

期
休

暇
等

分

開
所

時
間 開

所
状

況

児
童

の
数

利
用

者
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

調
査

児
童

の
数

が
10人

未
満

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

開
所

時
間

調
査

条
件

分
割

事
業

所
名

（ク
ラ

ブ
名

）
職

員
配

置
の

区
分

調
査

結
果

児
童

数

山
間

地
、

漁
業

集
落

、
へ

き
地

及
び

離
島

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
場

合

①

合
計

（　
　

　
か

所
）

か
所

別
表

２

（１
）放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

市
町

村
名

　
（イ

）開
所

日
数

２
０

０
日

～
２

４
９

日

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭
⑮

⑯

日
日

時
間

人
人

円
円

1
～

～

2
～

～

3
～

～

4
～

～

5
～

～

6
～

～

7
～

～

8
～

～

9
～

～

10
～

～

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

①
欄

は
、

支
援

の
単

位
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

と
し

、
一

つ
の

ク
ラ

ブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る
場

合
は

「○
○

ク
ラ

ブ
Ａ

」「○
○

ク
ラ

ブ
Ｂ

」等
と

区
分

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

④
及

び
⑥

欄
は

、
「平

日
」と

「長
期

休
暇

等
」に

お
け

る
平

均
開

所
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
（１

分
未

満
切

り
捨

て
）

３
．

⑤
欄

は
、

例
の

よ
う

に
記

載
し

、
小

数
点

第
3位

を
切

り
捨

て
る

こ
と

。
（例

：3時
間

10分
⇒

3.16）
４

．
⑧

欄
は

、
次

の
条

件
を

満
た

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

１
．

す
べ

て
の

利
用

児
童

の
保

護
者

を
対

象
と

し
、

個
々

に
利

用
希

望
を

聴
取

す
る

こ
と

。
　

２
．

期
間

（土
曜

日
、

日
曜

日
、

祝
日

、
夏

休
み

等
）ご

と
の

利
用

希
望

を
聴

取
す

る
こ

と
。

　
３

．
事

業
実

施
年

度
に

お
け

る
利

用
希

望
を

聴
取

す
る

こ
と

。
５

．
⑨

欄
は

、
２

５
０

日
以

上
の

開
所

を
希

望
す

る
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

「利
用

者
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

調
査

」の
結

果
は

、
市

町
村

に
お

い
て

５
年

間
保

存
す

る
こ

と
。

７
．

⑩
及

び
⑪

欄
は

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

８
．

⑫
欄

は
、

年
度

の
途

中
に

ク
ラ

ブ
又

は
支

援
の

単
位

を
分

割
す

る
（し

た
）場

合
に

「○
」を

記
入

し
、

①
欄

に
分

割
前

・分
割

後
両

方
の

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

９
．

⑬
欄

及
び

⑭
欄

は
、

新
規

開
所

又
は

途
中

閉
所

す
る

（し
た

）年
月

日
を

記
入

す
る

こ
と

。

新
規

開
所

年
月

日
途

中
閉

所
年

月
日

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
年

間
開

所
日

数

長
期

休
暇

支
援

加
算

対
象

日
数

平
日

分
長

期
休

暇
等

分

開
所

時
間

長
時

間
開

所
加

算
対

象
時

間
数

開
所

状
況

児
童

の
数

利
用

者
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

調
査

児
童

の
数

が
10人

未
満

分
割

開
所

時
間

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
場

合

①

合
計

（　
　

　
か

所
）

事
業

者
名

（ク
ラ

ブ
名

）
調

査
条

件
調

査
結

果
児

童
数

山
間

地
、

漁
業

集
落

、
へ

き
地

及
び

離
島

か
所



改正後 現行

別
表

２

（２
）放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
市

町
村

名

　
（ア

）放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

事
業

実
施

場
所

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

円
円

2345

合
計

か
所

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

に
は

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
新

た
に

実
施

す
る

（実
施

し
て

い
る

）場
所

（例
：小

学
校

の
余

裕
教

室
、

児
童

館
、

保
育

所
等

）を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

に
は

、
新

規
開

設
で

あ
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．

⑩
欄

は
、

放
課

後
子

供
教

室
と

一
体

的
に

実
施

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
に

基
づ

く市
町

村
行

動
計

画
に

、
一

体
型

の
目

標
事

業
量

等
を

記
載

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

　
（イ

）放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

円
円

2345

合
計

か
所

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

に
は

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
、

新
た

に
実

施
す

る
（実

施
し

て
い

る
）場

所
（固

有
名

詞
で

は
な

く種
別

（小
学

校
の

余
裕

教
室

、
児

童
館

、
保

育
所

等
））を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

に
は

、
新

規
開

設
で

あ
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．

⑨
欄

は
、

放
課

後
子

供
教

室
と

一
体

的
に

実
施

す
る

場
合

又
は

幼
稚

園
、

認
定

こ
ど

も
園

等
を

活
用

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
に

基
づ

く市
町

村
行

動
計

画
に

、
一

体
型

の
目

標
事

業
量

等
を

記
載

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

事
業

所
名

（ク
ラ

ブ
名

）
新

規
開

設
の

有
無

事
業

内
容

市
町

村
行

動
計

画
策

定
の

有
無

国
庫

補
助

基
準

額
改

修
備

品
購

入
等

開
所

準
備

経
費

一
体

型
の

実
施

防
災

対
策

の
実

施
防

犯
対

策
の

実
施

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

1

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と

事
業

所
名

（ク
ラ

ブ
名

）
事

業
実

施
場

所
新

規
開

設
の

有
無

事
業

内
容

市
町

村
行

動
計

画
策

定
の

有
無

1

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
開

所
準

備
経

費
一

体
型

の
実

施

幼
稚

園
、

認
定

こ
ど

も
園

等
に

お
け

る
実

施
の

有
無

(新
規

ク
ラ

ブ
)

防
災

対
策

の
実

施
防

犯
対

策
の

実
施

別
表

２

（２
）放

課
後

子
ど

も
環

境
整

備
事

業
市

町
村

名

　
（ア

）放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

設
置

促
進

事
業

事
業

実
施

場
所

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

円
円

2345

合
計

か
所

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

に
は

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
新

た
に

実
施

す
る

（実
施

し
て

い
る

）場
所

（例
：小

学
校

の
余

裕
教

室
、

児
童

館
、

保
育

所
等

）を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

に
は

、
新

規
開

設
で

あ
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．

⑩
欄

は
、

放
課

後
子

供
教

室
と

一
体

的
に

実
施

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
に

基
づ

く市
町

村
行

動
計

画
に

、
一

体
型

の
目

標
事

業
量

等
を

記
載

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

　
（イ

）放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

環
境

改
善

事
業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

円
円

2345

合
計

か
所

（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

に
は

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

を
、

新
た

に
実

施
す

る
（実

施
し

て
い

る
）場

所
（固

有
名

詞
で

は
な

く種
別

（小
学

校
の

余
裕

教
室

、
児

童
館

、
保

育
所

等
））を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

③
欄

に
は

、
新

規
開

設
で

あ
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．

⑨
欄

は
、

放
課

後
子

供
教

室
と

一
体

的
に

実
施

す
る

場
合

又
は

幼
稚

園
、

認
定

こ
ど

も
園

等
を

活
用

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
に

基
づ

く市
町

村
行

動
計

画
に

、
一

体
型

の
目

標
事

業
量

等
を

記
載

し
て

い
る

場
合

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

国
庫

補
助

基
準

額

事
業

内
容

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と

防
犯

対
策

の
実

施

国
庫

補
助

基
準

額

事
業

内
容

防
犯

対
策

の
実

施

市
町

村
行

動
計

画
策

定
の

有
無

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

開
所

準
備

経
費

一
体

型
の

実
施

幼
稚

園
、

認
定

こ
ど

も
園

等
に

お
け

る
実

施
の

有
無

(新
規

ク
ラ

ブ
)

防
災

対
策

の
実

施

事
業

者
名

（ク
ラ

ブ
名

）
新

規
開

設
の

有
無

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

改
修

備
品

購
入

等
開

所
準

備
経

費
一

体
型

の
実

施
防

災
対

策
の

実
施

市
町

村
行

動
計

画
策

定
の

有
無

該
当

す
る

も
の

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と

1

事
業

者
名

（ク
ラ

ブ
名

）
事

業
実

施
場

所
新

規
開

設
の

有
無

1



改正後 現行

別表２

（２）放課後子ども環境整備事業 市町村名

　（ウ）放課後児童クラブ障害児受入促進事業

① ②
円 円

1

2

3

4

5

合計 か所

　（エ）倉庫設備整備事業

① ②
円 円

1

2

3

4

5

合計 か所

事業所名（クラブ名）
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

事業所名（クラブ名）
対象経費の支出

予定額
国庫補助
基準額

（２）放課後子ども環境整備事業 市町村名

　（ウ）放課後児童クラブ障害児受入促進事業

① ②
円 円

1

2

3

4

5

合計 か所

　（エ）倉庫設備整備事業

① ②
円 円

1

2

3

4

5

合計 か所

事業者名（クラブ名）
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

事業者名（クラブ名）
対象経費の支出

予定額
国庫補助
基準額

別表２



放課後児童クラブ支援事業
障害児受入推進事業～小規模放課後児童クラブ支援事業

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

別
表

２

（
７

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

お
け

る
要

支
援

児
童

等
対

応
推

進
事

業

市
町

村
名

①
②

③
④

ヶ
月

円
円

12345678910

（記
入

上
の

注
意

）

２
．

②
欄

は
、

１
月

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

１
月

と
し

た
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

１
．

①
欄

は
、

ク
ラ

ブ
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

。

事
業

所
名

（
ク

ラ
ブ

名
）

事
業

実
施

月
数

対
象

経
費

の

支
出

予
定

額

国
庫

補
助

基
準

額

合
計

（
　

　
　

か
所

）

（新規）



改正後 現行

別
表

２

Ⅲ
．そ

の
他

分

市
町

村
名

（８ ）放
課

後
児

童
支

援
員

キ
ャリア

アップ処
遇

改
善

事
業

ヶ月
人

人
人

人

12345678910（記
入

上
の

注
意

）

１．①
欄

は
、支

援
の

単
位

ご
とに

作
成

す
ることとし、一

つ
の

クラブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る場
合

は
「○

○
クラブ

Ａ」「○
○

クラブ
Ｂ」等

と区
分

して
記

入
す

ること。

２．②
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を生

じた
ときは

、これ
を１月

とした
値

を記
入

す
ること。

３．⑬
欄

は
１円

未
満

の
端

数
は

切
り捨

て
ること。

合
　　　　　計

⑭
　該

当
欄

に
該

当
す

る人
数

を記
入

す
ること。⑨

⑫
欄

に
つ

い
て

は
、内

容
を具

体
的

に
記

入
す

ること。

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

経
験

年
数

10

年
以

上
基

本
給

事
業

所
名

（クラブ名
）

事
業

実
施

月
数

賃
金

改
善

す
る従

事
者

数
賃

金
改

善
す

る給
与

項
目

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

放
課

後
児

童
支

援
員

その
他

経
験

年
数

5

年
未

満

経
験

年
数

5

年
以

上
10年

未
満

手
当

の
内

容
そ

の
他

の
内

容
手

当
賞

与
その

他

別
表

２

Ⅲ
．そ

の
他

分

市
町

村
名

（７）放
課

後
児

童
支

援
員

キ
ャリアアップ処

遇
改

善
事

業

ヶ月
人

人
人

人

12345678910（記
入

上
の

注
意

）

１．①
欄

は
、支

援
の

単
位

ご
とに

作
成

す
ることとし、一

つ
の

クラブ
に

複
数

の
支

援
の

単
位

が
あ

る場
合

は
「○

○
クラブ

Ａ」「○
○

クラブ
Ｂ」等

と区
分

して
記

入
す

ること。

２．②
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を生

じた
ときは

、これ
を１月

とした
値

を記
入

す
ること。

３．⑬
欄

は
１円

未
満

の
端

数
は

切
り捨

て
ること。

合
　　　　　計

⑭
　該

当
欄

に
該

当
す

る人
数

を記
入

す
ること。⑨

⑫
欄

に
つ

い
て

は
、内

容
を具

体
的

に
記

入
す

ること。

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

経
験

年
数

10

年
以

上
基

本
給

事
業

者
の

名
称

（クラブ名
）

事
業

実
施

月
数

賃
金

改
善

す
る従

事
者

数
賃

金
改

善
す

る給
与

項
目

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

放
課

後
児

童
支

援
員

その
他

経
験

年
数

5

年
未

満

経
験

年
数

5

年
以

上
10年

未
満

手
当

の
内

容
そ

の
他

の
内

容
手

当
賞

与
その

他



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名

６．子
育

て
短

期
支

援
事

業

①
②

③

１．短
期

入
所

生
活

援
助

（シ
ョー

トス
テ

イ
）事

業

２．夜
間

養
護

等
（トワ

イ
ライ

トス
テ

イ
）事

業

（記
入

上
の

注
意

）

１．②
③

欄
に

は
、「（１）短

期
入

所
生

活
援

助
（シ

ョー
トス

テ
イ

）事
業

」「（２）夜
間

養
護

等
（トワ

イ
ライ

トス
テ

イ
）事

業
」に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と。

（１）短
期

入
所

生
活

援
助

（シ
ョー

トス
テ

イ
）事

業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．②
欄

は
、「児

童
養

護
施

設
」、「母

子
生

活
支

援
施

設
」、「乳

児
院

」、「保
育

所
」、「フ

ァミリー
ホ

ー
ム

」、「そ
の

他
」を

記
入

す
る

こ
と。

２．里
親

や
保

育
士

等
が

実
施

施
設

か
ら

委
託

を
受

け
て

事
業

を
実

施
す

る
場

合
は

、委
託

した
実

施
施

設
に

計
上

す
る

こ
と。そ

の
人

数
は

④
欄

に
記

入
す

る
こ

と。
３．③

欄
は

、②
欄

で
「そ

の
他

」を
記

入
した

場
合

に
お

け
る

具
体

的
な

施
設

種
別

を
記

入
す

る
こ

と（公
共

施
設

、障
害

児
入

所
施

設
、医

療
機

関
等

）。
４．５．⑪

欄
は

、実
施

施
設

毎
に

、訪
問

に
よ

る
児

童
の

預
か

りや
通

学
時

等
の

付
き

添
い

を
実

施
した

日
数

を
計

上
す

る
こ

と（１日
に

複
数

の
児

童
に

対
し、複

数
回

通
学

時
等

の
付

き
添

い
を

行
っ

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
１日

として
計

上
す

る
。）。

６．

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

合
計

0
0

0

№
実

施
施

設
の

名
称

施
設

種
別

利
用

児
童

数
（延

べ
日

数
）

国
庫

補
助

基
準

額

具
体

的
な

施
設

種
別

里
親

や
保

育
士

等
の

数
2歳

未
満

児
・慢

性
疾

患
児

2歳
以

上
児

緊
急

一
時

保
護

の
母

親

居
宅

か
ら

実
施

施
設

等
の

間
や

、
通

学
時

等
の

児
童

の
付

き
添

い
の

実
施

開
設

準
備

経
費

利
用

児
童

数
（延

べ
日

数
）

※
ひ

とり親
家

庭
等

に
対

す
る

優
先

的
な

利
用

、

利
用

料
減

免
を

実
施

す
る

場
合

の
加

算
分

2歳
未

満
児

・慢
性

疾
患

児
2歳

以
上

児
緊

急
一

時
保

護
の

母
親

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

実
施

日
数

⑧
～

⑩
に

お
け

る
ひ

とり親
家

庭
等

とは
「子

育
て

短
期

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」（平

成
26年

５月
29日

付
け

雇
児

発
0529第

14号
）の

「５．留
意

事
項

」の
（３）に

規
定

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と。当
該

加
算

に
つ

い
て

は
、ひ

とり親
家

庭
等

に
対

す
る

優
先

的
な

利
用

を
実

施
し、あ

わ
せ

て
利

用
料

減
免

を
実

施
す

る
場

合
に

計
上

す
る

こ
と。

⑫
欄

は
、開

設
準

備
経

費
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

「有
」と記

入
す

る
こ

と。な
お

、「次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

」に
係

る
「子

育
て

短
期

支
援

事
業

の
た

め
の

居
室

等
整

備
加

算
」の

対
象

とな
っ

て
い

る
場

合
は

、対
象

外
で

あ
る

こ
とに

留
意

す
る

こ
と。

別
表

２
市

町
村

名

６．子
育

て
短

期
支

援
事

業

①
②

③

１．短
期

入
所

生
活

援
助

（シ
ョー

トス
テ

イ
）事

業

２．夜
間

養
護

等
（トワ

イ
ラ

イ
トス

テ
イ

）事
業

（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

③
欄

に
は

、「（１）短
期

入
所

生
活

援
助

（シ
ョー

トス
テ

イ
）事

業
」「（２）夜

間
養

護
等

（トワ
イ

ラ
イ

トス
テ

イ
）事

業
」に

お
け

る
対

応
す

る
欄

の
計

欄
の

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

（１）短
期

入
所

生
活

援
助

（シ
ョー

トス
テ

イ
）事

業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

欄
は

、「児
童

養
護

施
設

」、「母
子

生
活

支
援

施
設

」、「乳
児

院
」、「保

育
所

」、「フ
ァ

ミリ
ー

ホ
ー

ム
」、「そ

の
他

」を
記

入
す

る
こ

と
。

２．
里

親
や

保
育

士
等

が
実

施
施

設
か

ら
委

託
を

受
け

て
事

業
を

実
施

す
る

場
合

は
、委

託
し

た
実

施
施

設
に

計
上

す
る

こ
と

。そ
の

人
数

は
④

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。
３．４．

⑧
欄

は
、実

施
施

設
毎

に
、訪

問
に

よ
る

児
童

の
預

か
り

や
通

学
時

等
の

付
き

添
い

を
実

施
し

た
日

数
を

計
上

す
る

こ
と

（１日
に

複
数

の
児

童
に

対
し

、複
数

回
通

学
時

等
の

付
き

添
い

を
行

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

１日
と

し
て

計
上

す
る

。）。
５．

③
欄

は
、②

欄
で

「そ
の

他
」を

記
入

し
た

場
合

に
お

け
る

具
体

的
な

施
設

種
別

を
記

入
す

る
こ

と
（公

共
施

設
、障

害
児

入
所

施
設

、医
療

機
関

等
）。

⑨
欄

は
、開

設
準

備
経

費
の

単
価

を
適

用
す

る
場

合
に

「有
」と

記
入

す
る

こ
と

。な
お

、「次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

」に
係

る
「子

育
て

短
期

支
援

事
業

の
た

め
の

居
室

等
整

備
加

算
」の

対
象

と
な

っ
て

い
る

場
合

は
、対

象
外

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

。

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
具

体
的

な
施

設
種

別
里

親
や

保
育

士
等

の
数

2歳
未

満
児

・慢
性

疾
患

児
2歳

以
上

児
緊

急
一

時
保

護
の

母
親

居
宅

か
ら

実
施

施
設

等
の

間
や

、
通

学
時

等
の

児
童

の
付

き
添

い
の

実
施

実
施

日
数

合
計

0
0

0

開
設

準
備

経
費

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

№
実

施
施

設
の

名
称

施
設

種
別

利
用

児
童

数
（延

べ
日

数
）



改正後 現行

（２）夜間養護等（トワイライトステイ）事業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

12345計（記入上の注意）

１．②欄は、「児童養護施設」、「母子生活支援施設」、「乳児院」、「保育所」、「ファミリーホーム」、「その他」を記入すること。
２． 里親や保育士等が実施施設から委託を受けて事業を実施する場合は、委託した実施施設に計上すること。その人数は④欄に記入すること。
３． ③欄は、②欄で「その他」を記入した場合における具体的な施設種別を記入すること（公共施設、障害児入所施設、医療機関等）。
４．４．１日として計上する。）。
５． №

実施施設の名称
施設種別

利用児童数（延べ日数）

基本分
宿泊分

宿泊分

利用児童数（延べ日数）
※

ひとり親家庭等に対する優先的な利用、

利用料減免を実施する場合の加算分

実施日数

開設
準備経費

対象経費の
支出予定額

夜間養護事業
休日預かり事業

基本分

国庫補助
基準額

具体的な施設種別
里親や保育士等の数

夜間養護事業
休日預かり事業

居宅から実施施設等
の間や、通学時等の
児童の付き添いの実
施

⑧～⑩におけるひとり親家庭等とは「子育て短期支援事業の実施について」（平成26年５月29日付け雇児発0529第14号）の「５．留意事項」の（３）に規定するものであること。当該加算については、ひとり親家庭等に対する優先的な利用を実施し、あ
わせて利用料減免を実施する場合に計上すること。
⑪欄は、実施施設毎に、訪問による児童の預かりや通学時等の付き添いを実施した日数を計上すること（１日に複数の児童に対し、複数回通学時等の付き添いを行った場合であっても、

⑫欄は、開設準備経費の単価を適用する場合に「有」と記入すること。なお、「次世代育成支援対策施設整備交付金」に係る「子育て短期支援事業のための居室等整備加算」の対象となっている場合は、対象外であることに留意すること。

（２）夜間養護等（トワイライトステイ）事業

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪

12345計（記入上の注意）

１．②欄は、「児童養護施設」、「母子生活支援施設」、「乳児院」、「保育所」、「ファミリーホーム」、「その他」を記入すること。
２．里親や保育士等が実施施設から委託を受けて事業を実施する場合は、委託した実施施設に計上すること。その人数は④欄に記入すること。
３．③欄は、②欄で「その他」を記入した場合における具体的な施設種別を記入すること（公共施設、障害児入所施設、医療機関等）。
４．１日として計上する。）。
５． ⑧欄は、実施施設毎に、訪問による児童の預かりや通学時等の付き添いを実施した日数を計上すること（１日に複数の児童に対し、複数回通学時等の付き添いを行った場合であっても、

⑨欄は、開設準備経費の単価を適用する場合に「有」と記入すること。なお、「次世代育成支援対策施設整備交付金」に係る「子育て短期支援事業のための居室等整備加算」の対象となっている場合は、対象外
であることに留意すること。

国庫補助
基準額

具体的な施設種別
里親や保育士等の数

夜間養護事業
休日預かり事業

居宅から実施施設等
の間や、通学時等の
児童の付き添いの実
施

基本分
宿泊分

№
実施施設の名称

施設種別

利用児童数（延べ日数）
実施日数

開設
準備経費

対象経費の
支出予定額



乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）～
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

改正後 現行

（略） （略）



改正後 現行

別
表

２
市

町
村

名

１０．地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

①
②

③
１．一

般
型

２．出
張

ひ
ろ

ば
（一

般
型

）
３．経

過
措

置
・小

規
模

型
指

定
施

設
（一

般
型

）
４．連

携
型

（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
③

欄
に

は
、「（１）一

般
型

」「（２）出
張

ひ
ろ

ば
（一

般
型

）」「（３）経
過

措
置

・小
規

模
型

指
定

施
設

（一
般

型
）」「（４）連

携
型

」に
お

け
る

対
応

す
る

欄
の

計
欄

の
金

額
を

記
入

す
る

こ
と。

（１）一
般

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

12345計（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
欄

は
、保

育
所

、認
定

こ
ど

も
園

、児
童

館
（児

童
セ

ン
ター

含
む

）、幼
稚

園
、公

民
館

、空
き

店
舗

、ビ
ル

・ア
パ

ー
ト・マ

ン
シ

ョン
、民

家
、商

業
施

設
、専

用
施

設
、公

共
施

設
（※

）、そ
の

他
（　）、未

定
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

記
入

す
る

こ
と。

２．
③

欄
は

、NPO法
人

、社
会

福
祉

法
人

、社
会

福
祉

協
議

会
、任

意
団

体
、学

校
法

人
、株

式
会

社
、生

活
協

同
組

合
、直

営
、そ

の
他

、未
定

か
ら

該
当

す
る

も
の

を
記

入
す

る
こ

と。
３．

④
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じた

とき
は

、こ
れ

を
１月

とした
値

を
記

入
す

る
こ

と。
４．

⑥
欄

は
、開

設
日

に
よ

っ
て

開
設

時
間

が
違

う場
合

、補
助

基
準

を
満

た
す

最
低

の
時

間
数

を
記

入
す

る
こ

と。
５．

⑦
⑧

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
の

開
所

時
間

に
お

け
る

平
均

職
員

数
を

記
入

す
る

こ
と。（事

業
に

携
わ

る
職

員
の

延
べ

人
数

で
は

な
い

。）（小
数

点
以

下
第

１位
を

四
捨

五
入

）
６．

⑩
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

実
施

要
綱

の
４の

（１）の
ア

を
利

用
す

る
親

子
組

数
（見

込
み

）の
１日

あ
た

りの
平

均
組

数
を

記
入

す
る

こ
と。（小

数
点

以
下

第
２位

を
四

捨
五

入
）

７．
⑪

欄
は

、平
成

24年
度

セ
ン

ター
型

として
実

施
して

い
た

拠
点

で
、今

年
度

も
引

き
続

き
セ

ン
ター

型
の

事
業

内
容

で
実

施
して

い
る

場
合

「有
」、そ

うで
な

い
場

合
「無

」を
記

入
す

る
こ

と。
８．

⑫
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

実
施

要
綱

の
４の

（２）の
④

の
（ｱ）～

（ｴ）の
うち

該
当

す
る

記
号

を
全

て
記

入
す

る
こ

と。
９．

⑬
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

実
施

要
綱

の
４の

（２）の
⑥

の
(ｱ)～

(ｴ)の
うち

該
当

す
る

記
号

を
全

て
記

入
す

る
こ

と。（⑭
利

用
者

支
援

事
業

の
実

施
が

「有
」の

場
合

は
加

算
の

対
象

とは
な

ら
な

い
。）

10．
⑭

欄
は

、利
用

者
支

援
事

業
実

施
要

綱
に

定
め

る
利

用
者

支
援

事
業

を
実

施
して

い
る

場
合

は
「有

」を
記

入
す

る
こ

と。
11．

⑮
⑯

欄
は

、開
設

準
備

経
費

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
単

価
を

適
用

す
る

際
に

、該
当

す
る

欄
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と。

12．
同

一
施

設
に

お
い

て
、開

設
日

数
や

専
任

職
員

の
配

置
の

変
更

に
よ

り実
施

形
態

が
変

わ
り、基

準
額

の
月

割
りが

必
要

な
場

合
は

、以
下

の
点

に
留

意
した

上
で

複
数

行
に

記
入

す
る

こ
と。

《例
》　　4月

～
6月

（4日
実

施
） →

 3～
4日

型
　、　7月

～
3月

（5日
実

施
） →

 5日
型

・①
欄

に
記

入
す

る
名

称
は

同
一

名
称

とし、名
称

の
後

に
「（形

態
変

更
）」と記

入
す

る
こ

と。な
お

、実
施

形
態

の
変

更
に

伴
い

名
称

を
変

更
した

場
合

も
同

一
名

称
を

記
入

す
る

こ
と。

・④
欄

は
、複

数
行

に
記

入
した

同
一

名
称

の
事

業
所

に
お

け
る

実
施

月
数

の
合

計
が

12月
を

超
え

な
い

こ
と。

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

合
計

0
0

0

開
設

時
間

（１日
当

た
り）

専
任

職
員

の
配

置
平

均
利

用
親

子
組

数
（１日

当
た

り）

従
来

の
セ

ン
ター

型
実

施
の

有
無

地
域

の
子

育
て

支

援
活

動
の

展
開

を

図
る

た
め

の
取

組
地

域
支

援
№

名
称

実
施

場
所

運
営

主
体

事
業

実
施

月
数

開
設

日
数

（週
当

た
り）

利
用

者
支

援
事

業
の

実
施

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
常

勤
職

員
非

常
勤

職
員

合
計

改
修

費
・備

品
購

入
費

礼
金

及
び

賃
借

料

　※
「公

共
施

設
」とは

、上
記

に
記

載
した

公
共

施
設

以
外

の
公

共
施

設
を

い
う。

別
表

２
市

町
村

名

１０．地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業

①
②

③
１．一

般
型

２．出
張

ひ
ろば

（一
般

型
）

３．経
過

措
置

・小
規

模
型

指
定

施
設

（一
般

型
）

４．連
携

型

（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
③

欄
に

は
、「（１） 一

般
型

」「（２）出
張

ひ
ろば

（一
般

型
）」「（３）経

過
措

置
・小

規
模

型
指

定
施

設
（一

般
型

）」「（４）連
携

型
」に

お
け

る対
応

す
る欄

の
計

欄
の

金
額

を記
入

す
ること。

（１） 一
般

型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲
⑳

12345計（記
入

上
の

注
意

）
１．

②
欄

は
、保

育
所

、認
定

こど
も園

、児
童

館
（児

童
セ

ンター
含

む
）、幼

稚
園

、公
民

館
、空

き店
舗

、ビ
ル

・ア
パ

ー
ト・マ

ンシ
ョン、民

家
、商

業
施

設
、専

用
施

設
、公

共
施

設
（※

）、そ
の

他
（　）、未

定
か

ら該
当

す
るもの

を記
入

す
ること。

２．
③

欄
は

、NPO法
人

、社
会

福
祉

法
人

、社
会

福
祉

協
議

会
、任

意
団

体
、学

校
法

人
、株

式
会

社
、生

活
協

同
組

合
、直

営
、そ

の
他

、未
定

か
ら該

当
す

るもの
を記

入
す

ること。
３．

④
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を生

じた
ときは

、これ
を１月

とした
値

を記
入

す
ること。

４．
⑥

欄
は

、開
設

日
に

よって
開

設
時

間
が

違
う場

合
、補

助
基

準
を満

た
す

最
低

の
時

間
数

を記
入

す
ること。

５．
⑦

⑧
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

の
開

所
時

間
に

お
け

る平
均

職
員

数
を記

入
す

ること。（事
業

に
携

わ
る職

員
の

延
べ

人
数

で
は

な
い

。）（小
数

点
以

下
第

１位
を四

捨
五

入
）

６．
⑩

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（１）の

ア
を利

用
す

る親
子

組
数

（見
込

み
）の

１日
あ

た
りの

平
均

組
数

を記
入

す
ること。（小

数
点

以
下

第
２位

を四
捨

五
入

）
７．

⑪
欄

は
、平

成
24年

度
セ

ンター
型

として
実

施
して

い
た

拠
点

で
、今

年
度

も引
き続

きセ
ンター

型
の

事
業

内
容

で
実

施
して

い
る場

合
「有

」、そ
うで

な
い

場
合

「無
」を記

入
す

ること。
８．

⑫
欄

は
、地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

実
施

要
綱

の
４の

（２）の
④

の
（ｱ）～

（ｴ）の
うち該

当
す

る記
号

を全
て

記
入

す
ること。

９．
⑬

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（２）の

⑥
の

(ｱ)～
(ｴ)の

うち該
当

す
る記

号
を全

て
記

入
す

ること。（⑭
利

用
者

支
援

事
業

の
実

施
が

「有
」の

場
合

は
加

算
の

対
象

とは
な

らな
い

。）
10．

⑭
欄

は
、利

用
者

支
援

事
業

実
施

要
綱

に
定

め
る利

用
者

支
援

事
業

を実
施

して
い

る場
合

は
「有

」を記
入

す
ること。

11．
⑮

欄
は

、配
慮

が
必

要
な

子
育

て
家

庭
等

へ
の

支
援

を実
施

す
る場

合
に

「有
」を記

入
す

ること。
12．

⑯
欄

は
、代

替
職

員
を配

置
して

研
修

受
講

した
職

員
の

人
数

を記
入

す
ること。（１人

が
複

数
回

の
研

修
をした

場
合

も「１」とカウ
ント）

13．
⑰

⑱
欄

は
、開

設
準

備
経

費
に

お
け

るそ
れ

ぞ
れ

の
単

価
を適

用
す

る際
に

、該
当

す
る欄

に
「有

」を記
入

す
ること。

14．
同

一
施

設
に

お
い

て
、開

設
日

数
や

専
任

職
員

の
配

置
の

変
更

に
より実

施
形

態
が

変
わ

り、基
準

額
の

月
割

りが
必

要
な

場
合

は
、以

下
の

点
に

留
意

した
上

で
複

数
行

に
記

入
す

ること。
《例

》　　4月
～

6月
（4日

実
施

） →
 3～

4日
型

　、　7月
～

3月
（5日

実
施

） →
 5日

型
・①

欄
に

記
入

す
る名

称
は

同
一

名
称

とし、名
称

の
後

に
「（形

態
変

更
）」と記

入
す

ること。な
お

、実
施

形
態

の
変

更
に

伴
い

名
称

を変
更

した
場

合
も同

一
名

称
を記

入
す

ること。
・④

欄
は

、複
数

行
に

記
入

した
同

一
名

称
の

事
業

所
に

お
け

る実
施

月
数

の
合

計
が

12月
を超

え
な

い
こと。

開
設

時
間

（１日
当

た
り）

専
任

職
員

の
配

置
平

均
利

用
親

子
組

数
（１日

当
た

り）

　※
「公

共
施

設
」とは

、上
記

に
記

載
した

公
共

施
設

以
外

の
公

共
施

設
をい

う。

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数
開

設
日

数
（週

当
た

り）

特
別

支
援

対
応

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

合
計

0
0

0

利
用

者
支

援
事

業
の

実
施

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
常

勤
職

員
非

常
勤

職
員

合
計

改
修

費
・備

品
購

入
費

礼
金

及
び

賃
借

料

研
修

代
替

職
員

配
置

加
算

従
来

の
セ

ン
ター

型
実

施
の

有
無

地
域

の
子

育
て

支
援

活
動

の
展

開
を

図
る

た
め

の

取
組

地
域

支
援



改正後 現行

（２）出
張

ひ
ろ

ば
（一

般
型

）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

1234計（記
入

上
の

注
意

）
１．

①
欄

は
、出

張
元

と
な

っ
て

い
る

一
般

型
の

拠
点

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

２．
②

欄
は

、出
張

元
の

拠
点

が
出

張
ひ

ろ
ば

事
業

を
複

数
の

場
所

に
お

い
て

週
１～

2日
実

施
す

る
場

合
は

、代
表

と
な

る
名

称
を

記
載

し
そ

の
他

の
場

所
に

つ
い

て
は

「他
○

箇
所

」と
記

入
す

る
こ

と
。

３．
③

欄
は

、１月
に

満
た

な
い

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
、こ

れ
を

１月
と

し
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。
４．

⑤
欄

に
は

、開
設

日
に

よ
っ

て
開

設
時

間
が

違
う

場
合

、補
助

基
準

を
満

た
す

最
低

の
時

間
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

５．
⑥

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（１）の

ア
を

利
用

す
る

親
子

組
数

（見
込

み
）の

１日
あ

た
り

の
平

均
組

数
を

記
入

す
る

こ
と

。（小
数

点
以

下
第

２位
を

四
捨

五
入

）

６．
⑦

⑧
欄

は
、開

設
準

備
経

費
に

お
け

る
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

を
適

用
す

る
際

に
、該

当
す

る
欄

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

（３）経
過

措
置

・小
規

模
型

指
定

施
設

（一
般

型
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

欄
は

、保
育

所
、認

定
こ

ど
も

園
、児

童
館

（児
童

セ
ン

タ
ー

含
む

）、幼
稚

園
、公

民
館

、空
き

店
舗

、ビ
ル

・ア
パ

ー
ト・マ

ン
シ

ョン
、民

家
、商

業
施

設
、専

用
施

設
、公

共
施

設
（※

）、そ
の

他
（　）か

ら
該

当
す

る
も

の
を

記
入

す
る

こ
と

。

２．
③

欄
は

、NPO
法

人
、社

会
福

祉
法

人
、社

会
福

祉
協

議
会

、任
意

団
体

、学
校

法
人

、株
式

会
社

、生
活

協
同

組
合

、直
営

、そ
の

他
、未

定
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

記
入

す
る

こ
と

。
３．

④
欄

は
、１月

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

、こ
れ

を
１月

と
し

た
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

４．
⑥

欄
は

、開
設

日
に

よ
っ

て
開

設
時

間
が

違
う

場
合

、補
助

基
準

を
満

た
す

最
低

の
時

間
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

５．
⑦

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
の

開
所

時
間

に
お

け
る

平
均

職
員

数
を

記
入

す
る

こ
と

。（事
業

に
携

わ
る

職
員

の
延

べ
人

数
で

は
な

い
。）（小

数
点

以
下

第
1位

を
四

捨
五

入
）

６．
⑧

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（２）の

⑦
の

(ｲ)の
（ｄ）の

aを
利

用
す

る
親

子
組

数
（見

込
み

）の
１日

あ
た

り
の

平
均

組
数

を
記

入
す

る
こ

と
。（小

数
点

以
下

第
２位

を
四

捨
五

入
）

７．
⑨

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（２）の

⑦
の

(ｲ)の
(ｄ)の

a～
cの

う
ち

該
当

す
る

記
号

を
全

て
記

入
す

る
こ

と
。

８．
⑩

欄
は

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
の

４の
（２）の

⑦
の

(ｳ)に
基

づ
く保

健
相

談
業

務
の

週
３回

程
度

実
施

の
有

無
を

記
入

す
る

こ
と

。
９．

⑪
欄

は
、開

設
年

月
日

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。な
お

、平
成

19年
4月

1日
以

降
に

開
設

し
た

施
設

は
本

項
目

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
の

で
注

意
す

る
こ

と
。

№
出

張
元

名
称

出
張

先
名

称
事

業
実

施
月

数
開

設
日

数
（週

当
た

り）

開
設

時
間

（１日
当

た
り）

平
均

利
用

親
子

組
数

（１日
当

た
り）

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額
改

修
費

・備
品

購
入

費
礼

金
及

び
賃

借
料

事
業

内
容

保
健

相
談

（週
３

回
程

度
実

施
）

の
有

無

開
設

年
月

日
（H19.3.31以

前
で

な
け

れ

ば
対

象
外

）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数
開

設
日

数
（週

当
た

り）

開
設

時
間

（１日
当

た
り）

国
庫

補
助

基
準

額
専

任
職

員
の

配

置

平
均

利
用

親
子

組
数

（１日
当

た
り）

　※
「公

共
施

設
」と

は
、上

記
に

記
載

し
た

公
共

施
設

以
外

の
公

共
施

設
を

い
う

。

（略）



改正後 現行
（４）連

携
型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．
②

欄
は

、保
育

所
、認

定
こども園

、児
童

館
（児

童
センター含

む）、その
他

児
童

福
祉

施
設

、その
他

（　）、未
定

か
ら該

当
するもの

を記
入

すること。
２．

③
欄

は
、NPO法

人
、社

会
福

祉
法

人
、社

会
福

祉
協

議
会

、任
意

団
体

、学
校

法
人

、株
式

会
社

、生
活

協
同

組
合

、直
営

、その
他

、未
定

か
ら該

当
するもの

を記
入

すること。
３．

④
欄

は
、１月

に満
たない端

数
を生

じたときは
、これ

を１月
とした値

を記
入

すること。
４．

⑥
欄

には
、開

設
日

によって開
設

時
間

が
違

う場
合

、補
助

基
準

を満
たす最

低
の

時
間

数
を記

入
すること。

５．
⑦

欄
は

、地
域

子
育

て支
援

拠
点

事
業

の
開

所
時

間
における平

均
職

員
数

を記
入

すること。（事
業

に携
わ

る職
員

の
延

べ
人

数
では

ない。）（小
数

点
以

下
第

1位
を四

捨
五

入
）

６．
⑧

欄
は

、地
域

子
育

て支
援

拠
点

事
業

実
施

要
綱

の
４の

（１）の
アを利

用
する親

子
組

数
（見

込
み

）の
１日

あたりの
平

均
組

数
を記

入
すること。（小

数
点

以
下

第
２位

を四
捨

五
入

）
７．

⑨
欄

は
、地

域
の

子
育

て力
を高

める取
組

を実
施

している場
合

は
「有

」を記
入

すること。（⑩
利

用
者

支
援

事
業

の
実

施
が

「有
」の

場
合

は
加

算
の

対
象

とは
ならない。）

８．
⑩

欄
は

、利
用

者
支

援
事

業
実

施
要

綱
に定

める利
用

者
支

援
事

業
を実

施
している場

合
は

「有
」を記

入
すること。

９．
⑪

⑫
欄

は
、開

設
準

備
経

費
におけるそれ

ぞれ
の

単
価

を適
用

する際
に、該

当
する欄

に「有
」を記

入
すること。

10．同
一

施
設

において、開
設

日
数

の
変

更
により実

施
形

態
が

変
わ

り、基
準

額
の

月
割

りが
必

要
な場

合
は

、以
下

の
点

に留
意

した上
で複

数
行

に記
入

すること。
《例

》　　4月
～

6月
（4日

実
施

） →
 3～

4日
型

　、　7月
～

3月
（5日

実
施

） →
 5～

7日
型

・①
欄

に記
入

する名
称

は
同

一
名

称
とし、名

称
の

後
に「（形

態
変

更
）」と記

入
すること。なお、実

施
形

態
の

変
更

に伴
い名

称
を変

更
した場

合
も同

一
名

称
を記

入
すること。

・④
欄

は
、複

数
行

に記
入

した同
一

名
称

の
事

業
所

における実
施

月
数

の
合

計
が

12月
を超

えないこと。

国
庫

補
助

基
準

額
改

修
費

・備
品

購
入

費
礼

金
及び賃

借
料

№
名

称
実

施
場

所
運

営
主

体
事

業
実

施
月

数
開

設
日

数
（週

当
たり）

開
設

時
間

（１日
当

たり）

専
任

職
員

の
配

置

平
均

利
用

親
子

組
数

（１日
当

たり）

地
域

の
子

育
て力

を
高

め

る
取

組
の

実
施

利
用

者
支

援
事

業
の

実
施

開
設

準
備

経
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

（４）連携型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

12345計（記入上の注意）

１．
②欄は、保育所、認定こども園、児童館（児童センター含む）、その他児童福祉施設、その他（　）、未定から該当するものを記入すること。

２．
③欄は、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、任意団体、学校法人、株式会社、生活協同組合、直営、その他、未定から該当するものを記入すること。

３．
④欄は、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とした値を記入すること。

４．
⑥欄には、開設日によって開設時間が違う場合、補助基準を満たす最低の時間数を記入すること。

５．
⑦欄は、地域子育て支援拠点事業の開所時間における平均職員数を記入すること。（事業に携わる職員の延べ人数ではない。）（小数点以下第1位を四捨五入）

６．
⑧欄は、地域子育て支援拠点事業実施要綱の４の（１）のアを利用する親子組数（見込み）の１日あたりの平均組数を記入すること。（小数点以下第２位を四捨五入）

７．
⑨欄は、地域の子育て力を高める取組を実施している場合は「有」を記入すること。（⑩利用者支援事業の実施が「有」の場合は加算の対象とはならない。）

８．
⑩欄は、利用者支援事業実施要綱に定める利用者支援事業を実施している場合は「有」を記入すること。

９．
⑪欄は、配慮が必要な子育て家庭等への支援を実施する場合に「有」を記入すること。

10．⑫欄は、代替職員を配置して研修受講した職員の人数を記入すること。（１人が複数回の研修をした場合も「１」とカウント）
11．⑬⑭欄は、開設準備経費におけるそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。
12． 同一施設において、開設日数の変更により実施形態が変わり、基準額の月割りが必要な場合は、以下の点に留意した上で複数行に記入すること。

《例》　　4月～6月（4日実施） → 3～4日型　、　7月～3月（5日実施） → 5～7日型
・①欄に記入する名称は同一名称とし、名称の後に「（形態変更）」と記入すること。なお、実施形態の変更に伴い名称を変更した場合も同一名称を記入すること。
・④欄は、複数行に記入した同一名称の事業所における実施月数の合計が12月を超えないこと。

利用者支援事

業の実施

開設準備経費
対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

改修費・備品購入費
礼金及び賃借料

№
名称

実施場所
運営主体

事業実施
月数

開設日数
（週当たり）

開設時間
（１日当たり）

専任職員の配

置

平均利用親
子組数
（１日当たり）

地域の子育て力を高め

る取組の実施

特別支援対応

研修代替職員

配置加算



改正後 現行

別
表

２
市町村名

１１．一
時

預
か

り事
業

①
②

③
１．一

般
型

(一
般

分
）

２．一
般

型
（その

他
分

）
３．幼

稚
園

型
Ⅰ

４．幼
稚

園
型

Ⅱ
５．余

裕
活

用
型

６．居
宅

訪
問

型

（記入上の注
意

）

１．②③欄
には、「（１）一般型

(一般分）」「（１）一般型
（その他分）」「（２）幼稚

園型
Ⅰ」「（３）幼稚

園型
Ⅱ」「（４）余

裕活
用型

」「（５）居
宅

訪問
型

」における対応
する欄

の計欄
の金額を記入すること。

小
計

（３＋
４）

0
0

0

合
計

（１～
６）

0
0

0

類
型

か
所

数
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
国

庫
補

助
基

準
額

小
計

（１＋
２＋

５＋
６）

0
0

0

別表２
市町村名

１１．一時預かり事業

①
②

③
１．一般型
２．幼稚園型Ⅰ
３．幼稚園型Ⅱ
４．余裕活用型
５．居宅訪問型
６．災害特例型

（記入上の注意）

１．②③欄には、「（１）一般型」「（２）幼稚園型Ⅰ」「（３）幼稚園型Ⅱ」「（４）余裕活用型」「（５）居宅訪問型」「（６）災害特例型」における対応する欄の計欄の金額を記入すること。

類型
か所数

対象経費の
支出予定額

国庫補助
基準額

0
合計（１～６）

0
0

0

小計（１＋４＋５）
0

0
0

小計（２＋３）
0

0



改正後 現行

（１
）一

般
型

（一
般

分
）

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

12345計12345計（記
入

上
の

注
意

）

１
．

②
欄

は
、

保
育

所
、

認
定

こ
ど

も
園

、
幼

稚
園

、
小

規
模

保
育

、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

、
児

童
館

、
公

共
施

設
、

専
用

施
設

、
そ

の
他

（　
　

　
　

）か
ら

該
当

す
る

も
の

を
記

入
す

る
こ

と
。

そ
の

他
の

場
合

は
（　

）内
に

具
体

的
な

実
施

場
所

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
．

③
欄

は
、

公
立

、
私

立
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．

④
欄

は
、

児
童

福
祉

法
第

34条
の

12の
規

定
に

基
づ

き
届

出
を

行
っ

た
利

用
定

員
を

記
入

す
る

こ
と

。

４
．

⑤
欄

は
、

月
途

中
開

始
の

場
合

は
１

月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り
捨

て
た

値
を

記
入

す
る

こ
と

。

５
．

⑧
⑩

欄
は

、
4時

間
（又

は
特

別
利

用
保

育
と

し
て

提
供

さ
れ

る
時

間
と

の
合

計
が

8時
間

）を
超

え
た

場
合

、
⑫

⑭
欄

は
、

8時
間

を
超

え
た

場
合

の
年

間
延

べ
利

用
見

込
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

⑮
欄

は
、

緊
急

一
時

預
か

り
の

年
間

延
べ

利
用

見
込

児
童

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

７
．

⑯
～

⑰
欄

は
、

特
別

支
援

児
童

加
算

対
象

の
年

間
延

べ
利

用
見

込
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

８
．

⑲
～

㉑
欄

は
、

一
時

預
か

り
事

業
に

従
事

す
る

職
員

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

９
．

⑳
欄

は
、

１
日

当
た

り
平

均
利

用
児

童
数

が
お

お
む

ね
３

人
以

下
の

施
設

に
お

い
て

家
庭

的
保

育
者

と
同

等
の

研
修

を
受

講
し

た
者

を
保

育
士

と
み

な
し

て
い

る
場

合
に

そ
の

み
な

し
て

い
る

人
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

10．㉓
欄

は
、

１
日

当
た

り
の

開
所

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

11．㉔
欄

は
、

年
間

の
開

所
日

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

12．基
幹

型
施

設
の

場
合

は
、

㉕
欄

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

13．地
域

密
着

Ⅱ
型

と
し

て
実

施
し

て
い

る
場

合
に

は
、

㉖
欄

に
「○

」を
記

入
す

る
こ

と
。

14．㉗
㉘

欄
は

、
開

設
準

備
経

費
に

お
け

る
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

を
適

用
す

る
際

に
、

該
当

す
る

欄
に

「有
」を

記
入

す
る

こ
と

。

㉗

礼
金

及
び

賃

借
料

㉘
㉙

国
庫

補
助

基
準

額

㉚
㉔

基
幹

型
施

設

㉕

地
域

密
着

Ⅱ

型

㉖
㉓

保
育

士⑲
⑳

№

合
計

㉒

研
修

受
講

者

㉑

家
庭

的
保

育
者

担
当

職
員

の
配

置
開

設
準

備
経

費

改
修

費
等

対
象

経
費

の

支
出

予
定

額
開

所
時

間
開

所
日

数

多
胎児

2～
3

時
間

3時
間

以
上

3時
間

以
上

2時
間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上

エ特
別

支
援

児
童

対
象

児
童

障
害児

合
計

2時
間

未
満

長
時

間

2時
間

未
満

№
名

称
実

施
場

所
設

置
主

体
利

用
定

員
事

業
実

施
月

数
平

日
長

期
休

業
日

（８
時

間
未

満
）

ア
　

一
般

型
対

象
児

童

（イ
～

エ
を

除
く）

イ
　

特
別

利
用

保
育

等
対

象
児

童

利
用

見
込

児
童

数
（年

間
延

べ
人

数
）

2～
3

時
間

3時
間

以
上

休
日

長
時

間
長

時
間

ウ緊
急

一
時

預
か

り
対

象
児

童
2～

3
時

間

長
時

間

長
期

休
業

日
（８

時
間

以
上

）

2時
間

未
満

（１）一般型

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲
⑳

㉑
㉒

㉓
㉔

㉕
㉖

㉗
㉘

12345計（記入上の注意）

１．②欄は、保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育、地域子育て支援拠点、児童館、公共施設、専用施設、その他（　　　　）から該当するものを記入すること。その他の場合は（　）内に具体的な実施場所を記載すること。

２．③欄は、公立、私立のいずれかを記入すること。

３．④欄は、児童福祉法第34条の12の規定に基づき届出を行った利用定員を記入すること。

４．⑤欄は、月途中開始の場合は１月未満の部分については切り捨てた値を記入すること。

５．⑧⑩欄は、4時間（又は特別利用保育として提供される時間との合計が8時間）を超えた場合、⑫⑭欄は、8時間を超えた場合の年間延べ利用見込児童数を記入すること。

６．⑮欄は、緊急一時預かりの年間延べ利用見込児童数を記入すること。

７．⑯欄は、2019年4月27日～5月6日に一時預かりを利用する見込みの児童数を記入すること。

８．⑰～⑲欄は、一時預かり事業に従事する職員数を記入すること。

９．⑱欄は、１日当たり平均利用児童数がおおむね３人以下の施設において家庭的保育者と同等の研修を受講した者を保育士とみなしている場合にそのみなしている人数を記入すること。

10．㉑欄は、１日当たりの開所時間を記入すること。

11．㉒欄は、年間の開所日数を記入すること。

12．基幹型施設の場合は、㉓欄に「○」を記入すること。

13．地域密着Ⅱ型として実施している場合には、㉔欄に「○」を記入すること。

14．㉕㉖欄は、開設準備経費におけるそれぞれの単価を適用する際に、該当する欄に「有」を記入すること。

№
名称

実施場所
設置主体

利用定員
事業実施

月数

開設準備経
費

対象経費

の支出予

定額

国庫補助
基準額

ア　一般

型対象児

童

（イ～エを

除く）

イ　特別利用保育等対象児童
ウ緊急一
時預かり対
象児童

エ大型連休預かり
対象児
童

保育士

家庭的保育者

研修受講者

利用見込児童数（年間延人数）
担当職員の配置

開所時間
開所日数

基幹

型施設

地域密着

Ⅱ型
合計

平日
長期休業日（８時間未満）

長期休業日（８時間以上）
休日

改修費等

礼金及び賃借料

長時間
長時間

長時間
長時間

2時間
未満

2～3
時間

3時間
以上

2時間
未満

2～3
時間

3時間
以上

3時間
以上

2時間
未満

2～3
時間

3時間
以上

2時間
未満

2～3
時間



改正後 現行

別
表

２

（１）一
般

型
（そ

の
他

分
）①

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

12345計（記
入

上
の

注
意

）

１．②
欄

は
、保

育
所

、認
定

こど
も園

、幼
稚

園
、小

規
模

保
育

、地
域

子
育

て
支

援
拠

点
、児

童
館

、公
共

施
設

、専
用

施
設

、そ
の

他
（　　　　）か

ら該
当

す
るもの

を記
入

す
ること。そ

の
他

の
場

合
は

（　）内
に

具
体

的
な

実
施

場
所

を記
載

す
ること。

２．③
欄

は
、公

立
、私

立
の

い
ず

れ
か

を記
入

す
ること。

３．④
欄

は
、児

童
福

祉
法

第
34条

の
12の

規
定

に
基

づ
き

届
出

を行
った

利
用

定
員

を記
入

す
ること。

４．⑤
欄

は
、月

途
中

開
始

の
場

合
は

１月
未

満
の

部
分

に
つ

い
て

は
切

り捨
て

た
値

を記
入

す
ること。

５．⑥
⑦

欄
の

該
当

す
るもの

に
対

象
経

費
の

支
出

予
定

額
の

内
訳

額
を記

入
す

ること。

事
務

職
員

等
賃

借
料

事
務

経
費

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

事
業

実
施

月
数

№
名

称
実

施
場

所
設

置
主

体
利

用
定

員

（新規）



改正後 現行

（２）幼
稚

園
型

Ⅰ

幼
稚

園
在

籍
園

児
幼

稚
園

在
籍

園
児

以
外

幼
稚

園
在

籍
園

児

①
②

③
⑤

⑥
⑦

⑧
⑬

⑭
⑮

⑯
⑰

⑱
⑲

⑳
㉑

㉒
㉓

㉔

平
日

⑨

長
期

休
業

日
（８時

間
未

満
）

⑩
長

期
休

業
日

（８時
間

以
上

）
⑪

休
日

⑫
平

日

長
期

休
業

日
（８時

間
未

満
）

長
期

休
業

日
（８時

間
以

上
）

休
日

平
日

長
期

休
業

日
（８時

間
未

満
）

長
期

休
業

日
（８時

間
以

上
）

休
日

計（記
入

上
の

注
意

）

１
．

③
欄

は
、

公
立

、
私

立
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

④
欄

は
、

幼
稚

園
（新

制
度

以
外

）、
幼

稚
園

（新
制

度
）、

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
、

幼
稚

園
型

認
定

こ
ど

も
園

、
保

育
所

型
認

定
こ

ど
も

園
、

地
方

裁
量

型
認

定
こ

ど
も

園
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．

⑤
欄

は
、

長
期

休
業

期
間

の
平

日
に

実
施

す
る

場
合

は
カ

ウ
ン

トせ
ず

⑥
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

休
日

（土
曜

日
等

）に
通

常
開

所
し

て
当

該
事

業
を

実
施

す
る

場
合

は
、

⑦
欄

で
は

な
く本

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
こ

と
。

４
．

⑥
欄

は
、

各
園

で
定

め
て

い
る

長
期

休
業

（春
季

・夏
季

・冬
季

休
暇

等
）中

の
平

日
に

お
け

る
実

施
日

を
カ

ウ
ン

トす
る

こ
と

。
な

お
、

長
期

休
業

中
の

休
日

は
⑦

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
こ

と
。

５
．

⑦
欄

は
、

⑤
⑥

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
日

以
外

の
実

施
日

を
カ

ウ
ン

トす
る

こ
と

。
な

お
、

本
表

に
お

け
る

そ
の

他
の

平
日

・長
期

休
業

日
・休

日
の

考
え

方
は

３
．

４
．

５
．

の
考

え
方

と
同

様
で

あ
る

。

６
．

⑧
～

⑮
欄

は
、

自
市

町
村

分
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

７
．

⑨
⑩

欄
に

係
る

長
時

間
分

に
つ

い
て

は
4時

間
（又

は
教

育
時

間
と

の
合

計
が

8時
間

）を
超

え
た

場
合

、
⑪

⑫
⑭

欄
に
係
る
長
時
間
分
に
つ
い
て

は
8時

間
を

超
え

た
場

合
の

年
間

延
べ

利
用

見
込

者
を

記
入

す
る

こ
と

。

８
．

９
．

⑲
欄

は
、

該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

10．⑳
欄

は
、

該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

そ
の

場
合

、
㉑

欄
は

、
事

務
職

員
を

実
際

に
配

置
し

て
い

る
月

数
に

応
じ

て
「６

月
未

満
」又

は
「６

月
以

上
」を

記
入

す
る

こ
と

。

11.㉒
欄

は
、

該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

年
間

延
べ

利
用

見
込

者
数

【自
市

町
村

分
】

施
設

当
た

り
年

間
延

べ
利

用
見

込
者

数
【広

域
利

用
含

む
】

保
育

体
制

充
実

加
算

就
労

支
援

型
施

設

加
算

特
別

な
支

援
を

要
す

る
園

児

⑧
以

外
の

園
児

№
名

称

施
設

所
在

地
市

町
村

名

設
置

主
体

施
設

類
型

④

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）

うち
長

時
間

平
日

＋
長

期
休

業
日

＋
休

日

うち
長

時
間

平
日

長
期

休
業

日

施
設

の
年

間
実

施
日

数

平
日

長
期

休
業日

休
日

幼
稚

園
型

Ⅰ

1

配
置

月
数

2時
間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上

2時
間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上

特
別

な
支

援
を

要
す

る
園

児

⑯
以

外
の

園
児

23

⑯
⑰

欄
は

、
広

域
利

用
が

あ
る

場
合

は
、

他
の

市
町

村
に

居
住

す
る

利
用

者
分

も
含

め
、

施
設

所
在

地
市

町
村

に
確

認
の

上
記

入
す

る
こ

と
。

（施
設

所
在

地
市

町
村

が
、

当
該

施
設

に
お

け
る

広
域

利
用

の
見

込
等

を
踏

ま
え

た
年

間
延

べ
利

用
見

込
者

数
（在

籍
園

児
の

平
日

・長
期

休
業

日
利

用
分

に
限

る
）を

事
業

者
か

ら
把

握
の

上
、

あ
ら

か
じ

め
利

用
者

の
居

住
地

市
町

村
に

情
報

提
供

願
い

ま
す

。
）

幼
稚

園
型

Ⅰ

幼
稚

園
在

籍
園

児
幼

稚
園

在
籍

園
児

以
外

幼
稚

園
在

籍
園

児

①
②

③
⑤

⑥
⑦

⑫
⑬

⑭
⑮

⑯
⑰

⑱
⑲

⑳
㉑

㉒

平
日

⑧

長
期

休
業

日
（８時

間
未

満
）

⑨
長

期
休

業
日

（８時
間

以
上

）
⑩

休
日

⑪
平

日

長
期

休
業

日
（８時

間
未

満
）

長
期

休
業

日
（８時

間
以

上
）

休
日

平
日

長
期

休
業

日
（８時

間
未

満
）

長
期

休
業

日
（８時

間
以

上
）

休
日

記
入

上
の

注
意

）

③
欄

は
、

公
立

、
私

立
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

④
欄

は
、

幼
稚

園
（新

制
度

以
外

）、
幼

稚
園

（新
制

度
）、

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
、

幼
稚

園
型

認
定

こ
ど

も
園

、
保

育
所

型
認

定
こ

ど
も

園
、

地
方

裁
量

型
認

定
こ

ど
も

園
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

⑤
欄

は
、

長
期

休
業

期
間

の
平

日
に

実
施

す
る

場
合

は
カ

ウ
ン

トせ
ず

⑥
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

休
日

（土
曜

日
等

）に
通

常
開

所
し

て
当

該
事

業
を

実
施

す
る

場
合

は
、

⑦
欄

で
は

な
く本

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
こ

と
。

⑥
欄

は
、

各
園

で
定

め
て

い
る

長
期

休
業

（春
季

・夏
季

・冬
季

休
暇

等
）中

の
平

日
に

お
け

る
実

施
日

を
カ

ウ
ン

トす
る

こ
と

。
な

お
、

長
期

休
業

中
の

休
日

は
⑦

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
こ

と
。

⑦
欄

は
、

⑤
⑥

欄
に

カ
ウ

ン
トす

る
日

以
外

の
実

施
日

を
カ

ウ
ン

トす
る

こ
と

。
な

お
、

本
表

に
お

け
る

そ
の

他
の

平
日

・長
期

休
業

日
・休

日
の

考
え

方
は

３
．

４
．

５
．

の
考

え
方

と
同

様
で

あ
る

。

⑧
～

⑭
欄

は
、

自
市

町
村

分
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

⑧
⑨

欄
に

係
る

長
時

間
分

に
つ

い
て

は
4時

間
（又

は
教

育
時

間
と

の
合

計
が

8時
間

）を
超

え
た

場
合

、
⑩

⑪
⑬

欄
に

係
る

長
時

間
分

に
つ

い
て

は
8時

間
を

超
え

た
場

合
の

年
間

延
べ

利
用

見
込

者
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑰
欄

は
、

該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

⑱
欄

は
、

該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

そ
の

場
合

、
⑲

欄
は

、
事

務
職

員
を

実
際

に
配

置
し

て
い

る
月

数
に

応
じ

て
「６

月
未

満
」又

は
「６

月
以

上
」を

記
入

す
る

こ
と

。

⑳
欄

は
、

該
当

す
る

場
合

に
「有

」を
記

入
す

る
こ

と
。

幼
稚

園
型

Ⅰ

開
設

準
備

経
費

（改
修

費
等

）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

国
庫

補
助

基
準

額

年
間

延
べ

利
用

見
込

者
数

【自
市

町
村

分
】

施
設

当
た

り
年

間
延

べ
利

用
見

込
者

数
【広

域
利

用
含

む
】

保
育

体
制

充
実

加
算

就
労

支
援

型
施

設

加
算

うち
長

時
間

平
日

＋
長

期
休

業
日

＋
休

日

うち
長

時
間

平
日

長
期

休
業

日
配

置
月

数
2時

間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上

2時
間

未
満

2～
3

時
間

3時
間

以
上

④

名
称

施
設

所
在

地
市

町
村

名

設
置

主
体

施
設

類
型

施
設

の
年

間
実

施
日

数

平
日

長
期

休
業日

休
日

⑮
欄

は
、

広
域

利
用

が
あ

る
場

合
は

、
他

の
市

町
村

に
居

住
す

る
利

用
者

分
も

含
め

、
施

設
所

在
地

市
町

村
に

確
認

の
上

記
入

す
る

こ
と

。
（施

設
所

在
地

市
町

村
が

、
当

該
施

設
に

お
け

る
広

域
利

用
の

見
込

等
を

踏
ま

え
た

年
間

延
べ

利
用

見
込

者
数

（在
籍

園
児

の
平

日
・長

期
休

業
日

利
用

分
に

限
る

）を
事

業
者

か
ら

把
握

の
上

、
あ

ら
か

じ
め

利
用

者
の

居
住

地
市

町
村

に
情

報
提

供
願

い
ま

す
。

）



一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)

改正後 現行

（略） （略）


